
行 政 常 任 委 員 会 報 告 事 項

令和７年２月２５日

委 員 会 室

１ 消防本部

(1) 令和６年中における火災、救急救助等の出動状況について

(2) 非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部改正について

２ 教育課

(1) 令和７年度石炭博物館のオープンについて

(2) 指定管理者の指定について

３ 地域振興課

(1) 岩見沢市との定住自立圏の形成に関する協定の締結について

(2) 夕張市プレミアムチケット事業について

４ 建設課

(1) 夕張市営住宅条例の一部改正について

(2) 夕張市都市公園条例の全部改正について

５ 市民課

(1) 夕張市国民健康保険条例の一部改正について

(2) 宮前町浴場の閉鎖について

(3) 夕張市共同浴場設置条例の一部改正について

(4) 生活館等及びコミュニティセンター指定管理者の指定について

６ 生活福祉課

(1) 夕張市老人生きがいセンター設置条例の廃止について

７ 財政課

(1) 財政再生計画の変更について

(2) 令和６年度補正予算について（補正予算調書）

８ 総務企画課

(1) 夕張市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部改正

について

(2) 夕張市職員給与条例の一部改正について

(3) 夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について

(4) 夕張市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

(5) 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について



行政常任委員会報告事項  

 

令和７年２月２５日 

消 防 本 部 

 

１ 令和６年中における火災、救急救助等の出動状況について（資料１、２） 

 

２ 非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部改正について （資料３、４） 
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非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部改正について 

 

１ 改正理由  

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令（昭和 31 年 11 月 19 日政令第

346号）の一部改正により消防団員退職報償金の勤務年数区分に、新たに「35年以上」の区

分が追加されたことから、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正内容 

    新旧対照表のとおり 

 

３ 施行日 

    令和７年４月１日 
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夕張市非常勤消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

階級 勤続年数 

5 年以上 10

年未満 

10 年以上 15

年未満 

15 年以上 20

年未満 

20 年以上 25

年未満 

25 年以上

30 年未満 

30 年以上 

 

団長 239,000 344,000 459,000 594,000 779,000 979,000 

副団長 229,000 329,000 429,000 534,000 709,000 909,000 

分団長 219,000 318,000 413,000 513,000 659,000 849,000 

副分団長 214,000 303,000 388,000 478,000 624,000 809,000 

部長及び

班長 
204,000 283,000 358,000 438,000 564,000 734,000 

団員 200,000 264,000 334,000 409,000 519,000 689,000 

 

 

階級 勤続年数 

5 年以上

10 年未満 

10 年以上

15 年未満 

15 年以上

20 年未満 

20 年以上

25 年未満 

25 年以上

30 年未満 

30 年以上

35 年未満 
35 年以上 

団長 239,000 344,000 459,000 594,000 779,000 979,000 1,079,000 

副団長 229,000 329,000 429,000 534,000 709,000 909,000 1,009,000 

分団長 219,000 318,000 413,000 513,000 659,000 849,000 949,000 

副分団長 214,000 303,000 388,000 478,000 624,000 809,000 909,000 

部 長 及 び

班長 
204,000 283,000 358,000 438,000 564,000 734,000 834,000 

団員 200,000 264,000 334,000 409,000 519,000 689,000 789,000 
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行 政 常 任 委 員 会 報 告 事 項 

 

 

令和７年２月２５日 

教 育 委 員 会 

    

 

１．令和７年度石炭博物館のオープンについて ・・・・・・・ 資料１ 

 

 

２．指定管理者の指定について ・・・・・・・・・・・・・・ 資料２ 

 



資料１ 

 

１ 令和７年度石炭博物館オープンについて 

 

・令和７年４月１９日（土）正午オープン 

 

【新料金】（条例による料金の上限１，５２０円） 

 令和７年度 大 人 １，２００円（中学生以上） 

こども   ４００円（小学生） 

【参考】 

   旧料金①：模擬坑道火災後～令和６年度  

・大人７２０円・こども４４０円 

   旧料金②：平成３０年度（模擬坑道火災前） 

・大人１，０８０円・こども６５０円 

 

※夕張市民無料制度については、市民無料の日を設定（月１回） 

 オープン前に市民無料の日実施 

  令和７年４月７日（月）８日（火） 

午後１：３０～午後４：００ 



資料２ 

 

２ 指定管理者の指定について 

教育委員会所管の下記施設について、本年３月３１日をもって管

理運営に関する協定期間が満了となることから、再度指定管理者を

指定し協定を締結しようとするもの。 

 

【夕張市営球場】 

指 定 管 理 者：夕張軟式野球連盟 会長 角田浩晃 

指定管理期間：令和７年４月１日～令和８年３月３１日（１年間） 

 

 ※夕張市民健康会館については更新しない。 

 

 



行 政 常 任 委 員 会 報 告 事 項  

 

令和７年２月２５日                         

              委 員 会 室 

 

 

１ 地域振興課 

 

 

（１）岩見沢市との定住自立圏の形成に関する協定の締結について 

 

 

 

 

（２）夕張市プレミアムチケット事業について 

 

 



 

 

議案第●号 別紙１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

定住自立圏の形成に関する協定書 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩 見 沢 市 

夕 張 市 



 

 

定住自立圏の形成に関する協定 

 

 

 岩見沢市（以下「甲」という。）と夕張市（以下「乙」という。）は、定住自立圏の形成

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、定住自立圏構想推進要綱（平成 20年 12月 26日付け総行応第

39号総務事務次官通知）第４に規定する中心市宣言を公表した甲と、当該中心市宣言

に賛同した乙が、相互に役割を分担し、連携を図りながら、圏域に必要な都市機能及

び生活機能を確保し、安心して暮らすことができる定住自立圏を形成することを目的

とする。 

 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的の達成のために定住自立圏を形成し、次条に規

定する政策分野の取組において、相互に役割を分担し、連携を図るものとする。 

 

（連携する取組分野及び内容並びに甲乙の役割分担） 

第３条 甲及び乙が連携して取り組む政策分野は、次に掲げるものとし、その取組内容並

びに当該取組における甲及び乙の役割は、別表１から別表３に定めるとおりとする。 

（１）生活機能の強化に係る政策分野（別表１） 

（２）結びつきやネットワークの強化に係る政策分野（別表２） 

（３）資源制約に対応するための圏域マネジメント等に係る政策分野（別表３） 

 

（事務執行にあたっての連携及び分担） 

第４条 甲及び乙は、別表１から別表３に定める取組を推進するため、相互に役割を分担

して連携し、事務の執行にあたるものとする。 

２ 甲及び乙は、別表１から別表３に定める取組を推進するため、これらの表に規定する

もののほか、必要な費用が生じた場合は、相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負

担するものとする。 

３ 第１項の規定により、必要となる手続き又は人員の確保に係る負担並びに別表１から

別表３及び前項に規定する費用の負担については、その都度甲乙協議のうえ定めるも

のとする。 

 

（協定の変更） 

第５条 甲及び乙は、この協定を変更しようとするときは、協議のうえ、これを定めるも

のとする。この場合において、甲及び乙は、予め議会の議決を経るものとする。 

 

 



 

 

（協定の廃止） 

第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとするときは、予め議会の議決を経たうえで、

その旨を他方に通告するものとする。 

２ 前項の規定による通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものと

する。 

３ この協定は、第１項の規定による通告があった日から起算して、２年を経過した日に

その効力を失う。但し、この協定の効力を失う日を、甲乙同意のうえ、別に定めたとき

は、この限りではない。 

 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項につ

いては、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

                甲 岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号 

 

                  岩見沢市長    松 野    哲 

 

 

                乙 夕張市本町 4丁目２番地 

                   

                  夕張市長     厚 谷    司 

 

  



 

 

別表１〔第３条（１）〕 

 

生活機能の強化に係る政策分野 

 

１ 医療 

救急医療体制 取組内容 圏域住民が安心して必要な医療が受けられるよう、休日・夜間及び
専門医の救急医療体制の確保に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、救急医療体制の確保に向けて取り組
むとともに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の
共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、救急医療体制の確保に向けて取り組
むとともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取
り組む。 

地域医療 取組内容 圏域の医療体制の充実を図るため、地域医療の推進に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、地域医療の推進に向けて取り組むと
ともに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有
に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、地域医療の推進に向けて取り組むと
ともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組
む。 

その他の医療分野 取組内容 医療に関するその他のことについて、甲乙連携の下、必要に応じて
取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、医療に関するその他のことについ
て、必要に応じて取り組むとともに、中心市として必要な企画や事
業の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、医療に関するその他のことについ
て、必要に応じて取り組むとともに、甲の実施する企画や事業並び
に情報共有に協働して取り組む。 

 

２ 福祉 

障がい者福祉 取組内容 障がい者福祉に関する相談や地域支援体制の整備など、障がい者福
祉の充実に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、障がい者福祉の充実に取り組むとと
もに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に
取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、障がい者福祉の充実に取り組むとと
もに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組
む。 

高齢者福祉 取組内容 高齢者や介護に関する相談や地域支援体制の整備など、高齢者福祉
の充実に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、高齢者福祉の充実に取り組むととも
に、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に取
り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、高齢者福祉の充実に取り組むととも
に、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組む。 



 

 

その他の福祉分野 取組内容 福祉に関するその他のことについて、甲乙連携の下、必要に応じて
取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、福祉に関するその他のことについ
て、必要に応じて取り組むとともに、中心市として必要な企画や事
業の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、福祉に関するその他のことについ
て、必要に応じて取り組むとともに、甲の実施する企画や事業並び
に情報共有に協働して取り組む。 

 

３ 教育 

学校教育 取組内容 児童生徒の個性を伸ばすことや学力向上、児童生徒に提供する教育
環境の整備など、学校教育の推進について取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、学校教育の推進に取り組むととも
に、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に取
り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、学校教育の推進に取り組むととも
に、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組む。 

生涯学習・社会教育 取組内容 スポーツや芸術・文化活動を通じた生きがいのある豊かな生活を送
ることができるよう、生涯学習・社会教育の推進に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、生涯学習・社会教育を推進するとと
もに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に
取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、生涯学習・社会教育を推進するとと
もに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組
む。 

その他の教育分野 取組内容 教育に関するその他のことについて、甲乙連携の下、必要に応じて
取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、教育に関するその他のことについ
て、必要に応じて取り組むとともに、中心市として必要な企画や事
業の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、教育に関するその他のことについ
て、必要に応じて取り組むとともに、甲の実施する企画や事業並び
に情報共有に協働して取り組む。 

 

４ 土地利用 

土地利用 取組内容 地域特性を活かした都市機能の集約と役割分担並びに土地の有効利
用の推進に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、都市機能の集約と役割分担並びに土
地の有効利用に取り組むとともに、中心市として必要な企画や事業
の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、都市機能の集約と役割分担並びに土
地の有効利用に取り組むとともに、甲の実施する企画や事業並びに
情報共有に協働して取り組む。 

 

  



 

 

５ 産業振興 

農業 取組内容 圏域の基幹産業である農業の振興に向けて取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、農業振興に向けた取組みを推進する
とともに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共
有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、農業振興に向けた取組みを推進する
とともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り
組む。 

商工・雇用 取組内容 圏域における地域経済の活性化と雇用促進・人材確保に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、地域経済の活性化と雇用促進・人材
確保に向けた取組みを推進するとともに、中心市として必要な企画
や事業の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、地域経済の活性化と雇用促進・人材
確保に向けた取組みを推進するとともに、甲の実施する企画や事業
並びに情報共有に協働して取り組む。 

観光 取組内容 地域資源を活かした観光振興と物産振興に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、観光振興と物産振興に向けた取組み
を推進するとともに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙と
の情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、観光振興と物産振興に向けた取組み
を推進するとともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協
働して取り組む。 

その他の産業振興分野 取組内容 産業振興に関するその他のことについて、甲乙連携の下、必要に応
じて取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、産業振興に関するその他のことにつ
いて、必要に応じて取り組むとともに、中心市として必要な企画や
事業の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、産業振興に関するその他のことにつ
いて、必要に応じて取り組むとともに、甲の実施する企画や事業並
びに情報共有に協働して取り組む。 

 

６ 環境 
環境・衛生 取組内容 脱炭素社会の構築に向けたCO2の削減やエネルギー対策、環境衛

生施設の効率化など、環境・衛生事業の推進に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、環境・衛生事業に取り組むととも
に、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に取
り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、環境・衛生事業に取り組むととも
に、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組む。 

 

  



 

 

廃棄物対策 取組内容 廃棄物等の安定的かつ効率的な収集・処理体制の確保に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、廃棄物対策に係る事業に取り組むと
ともに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有
に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、廃棄物対策に係る事業に取り組むと
ともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組
む。 

その他の環境分野 取組内容 環境に関するその他のことについて、甲乙連携の下、必要に応じて
取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、環境に関するその他のことについ
て、必要に応じて取り組むとともに、中心市として必要な企画や事
業の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、環境に関するその他のことについ
て、必要に応じて取り組むとともに、甲の実施する企画や事業並び
に情報共有に協働して取り組む。 

 

７ 防災 
防災 取組内容 防災教育や訓練を通じた地域防災力の向上と、災害時における防災

体制の整備に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、地域防災力の向上と防災体制の整備
に向けた取組みを推進するとともに、中心市として必要な企画や事
業の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、地域防災力の向上と防災体制の整備
に向けた取組みを推進するとともに、甲の実施する企画や事業並び
に情報共有に協働して取り組む。 

消防 取組内容 住民の安全を守る体制を確保するため、消防施設等の効率的な運用
と適切な消防活動の推進に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、消防施設等の効率的な運用と適切な
消防活動を推進するとともに、中心市として必要な企画や事業の実
施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、消防施設等の効率的な運用と適切な
消防活動を推進するとともに、甲の実施する企画や事業並びに情報
共有に協働して取り組む。 

 

８ 生活機能の強化に係るその他の分野 

生活機能の強化に係るそ
の他の連携 

取組内容 生活機能の強化に係るその他のことについて、甲乙連携の下、必要
に応じて取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、生活機能の強化に係るその他のこと
について、必要に応じて取り組むとともに、中心市として必要な企
画や事業の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、生活機能の強化に係るその他のこと
について、必要に応じて取り組むとともに、甲の実施する企画や事
業並びに情報共有に協働して取り組む。 

 

  



 

 

別表２〔第３条（２）〕 

 

結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

 

１ 地域公共交通 

地域公共交通 取組内容 圏域内の移動手段として、地域公共交通の維持・確保や利用促進に
取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・交通事業者と連携し、公共交通の維持・確保に向け
た取組みを推進するとともに、中心市として必要な企画や事業の実
施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・交通事業者と連携し、公共交通の維持・確保に向け
た取組みを推進するとともに、甲の実施する企画や事業並びに情報
共有に協働して取り組む。 

 

２ デジタル・ディバイドの解消へ向けたインフラ整備 

ＩＣＴインフラ 取組内容 住民サービスのために必要な ICT環境の整備と利活用の推進に取
り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・事業者と連携し、ICT環境の整備と利活用に向けた
取組みを推進するとともに、中心市として必要な企画や事業の実
施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・事業者と連携し、ICT環境の整備と利活用に向けた
取組みを推進するとともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共
有に協働して取り組む。 

 

３ 道路等の交通インフラの整備 

道路インフラ 取組内容 効率的な交通ネットワークの形成など、圏域内の円滑な道路交通の
確保に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・事業者と連携し、円滑な道路交通の確保に向けた取
組みを推進するとともに、中心市として必要な企画や事業の実施、
乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・事業者と連携し、円滑な道路交通の確保に向けた取
組みを推進するとともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有
に協働して取り組む。 

 

４ 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消 

地産地消 取組内容 生産者と消費者との相互理解や地場産農産物の消費拡大など、地場
産品の振興と地産地消の推進に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、地場産品の振興と地産地消を推進す
るとともに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の
共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、地場産品の振興と地産地消を推進す
るとともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取
り組む。 

 

  



 

 

５ 地域内外の住民との交流・移住促進 

移住 取組内容 圏域に住民が住み続けるための安定した人口を確保するため、圏域
外からの移住促進に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、移住促進の取組みを推進するととも
に、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に取
り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、移住促進の取組みを推進するととも
に、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組む。 

域内外交流 取組内容 定住自立圏の取組の圏域内への浸透を図ることで、域内交流を促進
するとともに、圏域の魅力や行政情報・暮らしの情報の域外発信に
より、交流・関係人口の創出に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、域内外交流の取組みを推進するとと
もに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に
取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、域内外交流の取組みを推進するとと
もに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組
む。 

 

６ 結びつきやネットワークの強化に係るその他の分野 
結びつきやネットワーク
の強化に係るその他の連
携 

取組内容 結びつきやネットワークの強化に係るその他のことについて、甲乙
連携の下、必要に応じて取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、結びつきやネットワークの強化に係
るその他のことについて、必要に応じて取り組むとともに、中心市
として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、結びつきやネットワークの強化に係
るその他のことについて、必要に応じて取り組むとともに、甲の実
施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組む。 

 

 

  



 

 

別表３〔第３条（３）〕 

 

資源制約に対応するための圏域マネジメント等に係る政策分野 

 

１ 人材の育成 

人材育成 取組内容 住民や企業、学生によるまちづくり活動や地域活動を促進するた
め、まちづくりに関わる人材の育成に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、まちづくりに関わる人材育成の取組
みを推進するとともに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙
との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、まちづくりに関わる人材育成の取組
みを推進するとともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に
協働して取り組む。 

 

２ 外部からの行政及び民間人材の活用 

外部人材の活用 取組内容 民間企業等経験者の活用や国・北海道との人事交流を通じて、まち
づくりに関わる人材及び専門人材の確保と行政職員の政策能力の醸
成に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、外部人材活用の取組みを推進すると
ともに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有
に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、外部人材活用の取組みを推進すると
ともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組
む。 

 

３ 圏域内市町村の職員等の交流 

職員研修 取組内容 行政に必要な知識の習得と資質向上を図るとともに、多様な視点で
政策形成できる職員の育成に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関と連携し、職員の育成に取り組むとともに、中心市と
して必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関と連携し、職員の育成に取り組むとともに、甲の実施
する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組む。 

 

４ 圏域内の公共施設の集約化・共同利用等 

公共施設 取組内容 公共施設の立地状況、利用実態等を踏まえた最適配置の調査検討並
びに複数市町に跨る公共施設の集約化・共同利用等に向けて取り組
む。 

甲の役割 乙や関係機関と連携し、公共施設の最適配置の調査検討並びに公共
施設の集約化・共同利用等に向けた取組みをすすめるとともに、中
心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に取り組
む。 

乙の役割 甲や関係機関と連携し、公共施設の最適配置の調査検討並びに公共
施設の集約化・共同利用等に向けた取組みをすすめるとともに、甲
の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組む。 

 



 

 

５ 人材をはじめとする資源を効率的に活用するために必要な事務の共同実施 

事務の共同実施 取組内容 人材をはじめとする地域資源の効率的な活用を図るため、必要な事
務の共同実施に取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関と連携し、必要な事務の共同実施に取り組むととも
に、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有に取
り組む。 

乙の役割 甲や関係機関と連携し、必要な事務の共同実施に取り組むととも
に、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組む。 

 

６ 資源制約に対応するための圏域マネジメント等に係るその他の分野 

資源制約に対応するため
の圏域マネジメント等に
係るその他の連携 

取組内容 資源制約に対応するための圏域マネジメント等に係るその他のこと
について、甲乙連携の下、必要に応じて取り組む。 

甲の役割 乙や関係機関・団体と連携し、資源制約に対応するための圏域マネ
ジメント等に係るその他のことについて、必要に応じて取り組むと
ともに、中心市として必要な企画や事業の実施、乙との情報の共有
に取り組む。 

乙の役割 甲や関係機関・団体と連携し、資源制約に対応するための圏域マネ
ジメント等に係るその他のことについて、必要に応じて取り組むと
ともに、甲の実施する企画や事業並びに情報共有に協働して取り組
む。 

 

 



特殊詐欺、個人情報詐取にご注意ください！

　プレミアムチケットの販売にあたっては、振り込み・ＡＴＭ操作・手数料な
どを求めることは絶対にありません！

　夕張市プレミアムチケットに関するお問い合わせ先
　　夕張市地域振興課商工観光係
　　電話：０１２３－５２－３１２８
　　夕張商工会議所
　　電話：０１２３－５２－３２６６

　１．申請対象者　　　市の住民基本台帳に登録されている１８才以上の購入希望者。
　　　　　　　　　　　（購入日に１８才となる方も対象とします）

　２．申請書　　　　　同封しております「購入申請書」により申請ください。

　３．申請締切　　　　令和７年３月１４日(金)※郵送の場合も同日必着
　

　４．申請可能額　　　最大40,000円(利用額最大52,000円)
　　　　　　　　　　　プレミアム率：３０％、１セット500円×13枚＝6,500円。
　　　　　　　　　　　※予定額を超えた場合、購入可能冊数を減らす場合があります。
　
　５．購入引換券　　　申請者に後日郵送でお送りいたします。
　　　　　　　　　　　　※申請額が予定額を超えた場合、減額となる場合があります。
　　　　　　　　　　　　※購入引換券に記載されている額を一括で購入ください。
　　　　　　　　　　　　　分割の購入はできません。

　６．販売期間　　　　４月１２日（土）から４月２５日（金）を予定しております。

　７．提出場所　　　　①夕張市役所　４階　地域振興課 商工観光係
　　　　　　　　　　　②りすた（南支所、正面入口右手）
　　　　　　　　　　　③ＪＡ夕張市　メロード店　サービスカウンター
　　　　　　　　　　　　（※道の駅夕張メロード、紅葉山５２６番地１９）

　８．参加事業者　　　決定次第、市公式ホームページ、広報等でご案内いたしますが
　　　　　　　　　　　昨年度実施した規模（参加事業者約９０件）を計画しています。

　９．その他　　　　　チケットの使用期限は、令和７年１２月３１日(水)となります。
　　　　　　　　　　　令和６年に発行された「YUBARIさくらプレミアムチケット」は
　　　　　　　　　　　使用できません。

プレミアムチケット購入申請のご案内です。

　夕 商 観　第 ８ 号
　令和７年２月２１日

　購入対象者の皆様

夕張市長　厚　谷　　司
　　（公　印　省　略）

　　　夕張市プレミアムチケット事業『ＹＵＢＡＲＩユーパロプレミアムチケット』の実施
　　及び購入申請書の送付について

　物価高騰による消費に与える影響を緩和するとともに、市民の皆さまの生活支援を目的と
して、標記事業を実施することとなりました。
　本事業に関する詳細は、下記のとおりご案内しますので、是非とも申請くださいますよう
よろしくお願いいたします。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記



　■　申請希望額（①から⑧の中から選んで記入してください。）

（事務局使用欄）　※購入者の方は記入しないでください。

　　①　購入額 　 5,000円(利用できる額　6,500円)
　　②　購入額  10,000円(利用できる額13,000円)
　　③　購入額  15,000円(利用できる額19,500円)
　　④　購入額  20,000円(利用できる額26,000円)
　　⑤　購入額  25,000円(利用できる額32,500円)
　　⑥　購入額  30,000円(利用できる額39,000円)
　　⑦　購入額　35,000円（利用できる額45,500円）
　　⑧　購入額　40,000円（利用できる額52,000円）

■　提出場所
　　①　市役所　４階　地域振興課 商工観光係　　　　　　　　　　←申請書を郵送する場合は
　　　　　　（〒068-0492　本町４丁目２番地、４０番窓口）　　　①にお願いします。
　　②　りすた（南支所、正面入口右手）
　　③　ＪＡ夕張市　メロード店　サービスカウンター

■　購入引換券
　　申請者に後日郵送でお送りいたします。

■　申請にあたっての注意事項
　　・全体の申請額が多い場合、購入可能額を減額することがあります。
　　・分割購入はできません。
　　・申請は、おひとり様１回限りです。複数の申請があった場合は、無効となります。
　　・プレミアムチケットの使用期限は、令和7年１２月３１日(水)までです。

市役所 ・ りすた ・ メロード 04 - 2025 - 01 - 0000

チェック欄② チェック欄③ 備考申請場所 ＮＯ. チェック欄①

購入申請書
締切：令和７年３月１４日(金)

ＹＵＢＡＲＩユーパロプレミアムチケット　購入申請書

記入欄

申請締切：令和７年３月１４日(金)まで
※郵送の場合も必着とします。

電話番号：　　　　　－　　　　　　－

住所

氏名

04 - 2025 - 01 - 0000

〒 見本



 

行政常任委員会報告事項 

 

 

 

 

 

 

１．夕張市営住宅条例の一部改正について　　【資料１】 

 

 

２．夕張市都市公園条例の全部改正について　【資料２】 

 

 
 

 令和７年２月２５日
 建 設 課



 

　資料　１　 

 

夕張市営住宅条例の一部改正について 

 

令和７年２月２５日 

 

１．条例改正の内容 

　(1)　主な改正内容 

　　市営住宅の除却に伴う管理戸数の整理により、市営住宅条例「別表」の一部を

改正する。 

　(2)　管理戸数の整理 

　　令和６年度中に行った市営住宅の除却に伴う管理戸数は次のとおり。 

　　※改正前の基準日は改正前条例の施行日、改正後の基準日は改正条例の公布の日 

　　（参考）地区別除却一覧 

　　①　公営住宅 

　　②　改良住宅 

 

 

２．改正条例の施行日　　令和７年４月１日 

 

以　上　 

 
種別

改正前 改正後 増減（除却数）
 棟 戸 棟 戸 棟 戸
 公営住宅 100 936 96 908 ▲4 ▲28
 改良住宅 140 1,505 136 1,487 ▲4 ▲18
 賃貸住宅 97 560 97 560 - -
 合　計 337 3,001 329 2,955 ▲8 ▲46

 
地区名

建設 

年度
構造

除却数
備考  棟 戸

 南清水沢 4丁目 S50 簡易耐火 2階建 2 16 H50-1,H50-3
 

紅葉山
S46 簡易耐火平屋建 1 6 K46-1

 S47 簡易耐火平屋建 1 6 K47-1
 　計 4 28

 
地区名

建設 

年度
構造

除却数
備考  棟 戸

 清水沢清陵町 S50 簡易耐火 2階建 1 5 J13,
 紅葉山 S44 簡易耐火平屋建 3 13 44A-2,44B-1,44B-2
 計 4 18



　資料　２　 

 

夕張市都市公園条例の全部改正について 

 

令和７年２月２５日 

 

１．条例改正の内容 

　(1)　条例改正の趣旨 

　　都市公園法（平成 29 年改正）において、都市緑地法に基づく「緑地の保全及び

緑化の推進に関する基本計画（緑の基本計画）」で都市公園の管理方針を定めたと

きは、当該計画に即した都市公園の管理が求められている。 

　　令和５年３月に策定した夕張市緑・公園づくり基本構想（夕張市緑の基本計画）

において、公園の管理方針を定めたことから、管理基準を明確にし、効率的で透明

性の高い適切な都市公園の管理を行うため、夕張市都市公園条例の全部を改正する。 

　(2)　主な改正内容 

　　・都市公園の配置及び規模等に関する基準の明確化 

　　・都市公園及び公園施設（有料公園施設を含む）の明確化 

　　・都市公園における行為の禁止事項の明確化 

　　・公園施設の設置又は管理、公園の占用許可に関する規定の見直し 

　　・使用料の徴収等に関する規定の見直し 

　　・その他関係条文及び別表等の修正 

 

 

２．改正条例の施行日　　令和７年４月１日 

　 

 
以　上　



行 政 常 任 委 員 会 報 告 事 項 

 

令和７年２月25日　 

市 民 課　 

 

 

１．夕張市国民健康保険条例の一部改正について　　　　　　　　【資料１】 

 

２．宮前町浴場の閉鎖について　　　　　　　　　　　　　　　　【資料２】 

 

３．夕張市共同浴場設置条例の一部改正について　　　　　　　　【　〃　】 

 

４．生活館等及びコミュニティセンター指定管理者の指定について【資料３】 



 

 資料１  

 

夕張市国民健康保険条例の一部改正について 

 

１．改正理由 

　国民健康保険法施行令の一部改正に伴い所要の改正を図るとともに、国民健康保険料

必要見込額との関連による保険料率を改めるため、条例の一部を改正するもの。 

 

２．改正内容 

（１）国民健康保険料に係る賦課限度額の改正 

　　国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料に係る賦課限度額（基礎

賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額）を引き上げる。 

※介護納付金賦課分 170,000 円は変更なし。 

 

（２）軽減判定所得の改正 

　　国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、軽減判定所得の見直しを行う。 

 

（３）国民健康保険料率の改正 

　保険料の料率は、北海道が目指す保険料の統一（令和 12 年度）に向け、本市も北海

道が定める標準保険料率に段階的に引き上げる方針としていることから、その方針に

基づき令和７年度の料率についても改めるため、条例の一部を改正しようとするもの。 

 
現行 改正後（案）

 
【基礎賦課限度額】　　　　　650,000 円 

【後期高齢者支援金等賦課限度額】240,000 円

【基礎賦課限度額】　　　　　660,000 円 

【後期高齢者支援金等賦課限度額】260,000 円

 
現行 改正後（案）

 
【基準額：５割軽減】　295,000 円 

【基準額：２割軽減】　545,000 円

【基準額：５割軽減】　　　305,000 円 

【基準額：２割軽減】　　　560,000 円



 

 

３．施行日　　　　　令和７年４月１日 

 

４．新旧対照表　　　次ページ 

以　上

 
現行 改正後（案）

 
【基礎賦課額】 

・均等割　　　 26,000 円 

・平等割　　　 27,000 円 

・所得割　　　　6.82% 

【後期高齢者支援金等賦課額】 

・均等割　　　　8,300 円 

・平等割　　　　8,600 円 

・所得割　　　　2.30% 

【介護納付金賦課額】 

・均等割　　　　8,600 円 

・平等割　　　　6,900 円 

・所得割　　　　1.85%

【基礎賦課額】 

・均等割　　　 26,000 円　※変更なし 

・平等割　　　 27,000 円　※変更なし 

・所得割　　　　7.17% 

【後期高齢者支援金等賦課額】 

・均等割　　　　8,400 円 

・平等割　　　　8,700 円 

・所得割　　　　2.38% 

【介護納付金賦課額】 

・均等割　　　　8,600 円　※変更なし 

・平等割　　　　6,900 円　※変更なし 

・所得割　　　　1.88%
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夕張市国民健康保険条例（昭和45年条例第４号）新旧対照表 
 

現行 改正後（案）

 
（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率）

 
第14条　一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。

第14条　一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。

 
(１)　所得割　100分の6.82 (１)　所得割　100分の7.17

 
(２)　被保険者均等割　被保険者１人につき　26,000円 (２)　被保険者均等割　被保険者１人につき　26,000円

 
(３)　世帯別平等割　１世帯につき　27,000円。ただし、特定同

一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことにより被保険

者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前

日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同

日の属する月（以下「特定月」という。）以後５年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。以下「特定世帯」という。）の世帯別平等割は、

27,000円に２分の１を乗じて得た額とし、特定同一世帯所属

者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって

特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以降８年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。）の世帯別

平等割は、27,000円に４分の３を乗じて得た額

(３)　世帯別平等割　１世帯につき　27,000円。ただし、特定同

一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことにより被保険

者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前

日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同

日の属する月（以下「特定月」という。）以後５年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない

場合に限る。以下「特定世帯」という。）の世帯別平等割は、

27,000円に２分の１を乗じて得た額とし、特定同一世帯所属

者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって

特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以降８年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。）の世帯別

平等割は、27,000円に４分の３を乗じて得た額

 
（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額）

 
第14条の６　第11条又は第14条の２の基礎賦課額（一般被保険者と

退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第11条の基礎賦

課額と第14条の２の基礎賦課額との合算額をいう。第18条及び第

21条第１項において同じ。）は、650,000円を超えることができ

ない。

第14条の６　第11条又は第14条の２の基礎賦課額（一般被保険者と

退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第11条の基礎賦

課額と第14条の２の基礎賦課額との合算額をいう。第18条及び第

21条第１項において同じ。）は、660,000円を超えることができ

ない。

 
第14条の６の５　一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。

第14条の６の５　一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。

 
(１)　所得割　100分の2.30 (１)　所得割　100分の2.38

 
(２)　被保険者均等割　被保険者１人につき　8,300円 (２)　被保険者均等割　被保険者１人につき　8,400円

 
(３)　世帯別平等割　１世帯につき　8,600円。ただし、特定世

帯の世帯別平等割は、8,600円に２分の１を乗じて得た額と

し、特定継続世帯の世帯別平等割額は、8,600円に４分の３を

乗じて得た額とする。

(３)　世帯別平等割　１世帯につき　8,700円。ただし、特定世

帯の世帯別平等割は、8,700円に２分の１を乗じて得た額と

し、特定継続世帯の世帯別平等割額は、8,700円に４分の３を

乗じて得た額とする。
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（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額）

 
第14条の６の９　第14条の６の３又は第14条の６の６の後期高齢者

支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に

属する場合には、第14条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額と

第14条の６の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。

第18条及び第21条第１項において同じ。）は、240,000円を超え

ることができない。

第14条の６の９　第14条の６の３又は第14条の６の６の後期高齢者

支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に

属する場合には、第14条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額と

第14条の６の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。

第18条及び第21条第１項において同じ。）は、260,000円を超え

ることができない。

 
（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率）

 
第14条の11　介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保

険料率は、次のとおりとする。

第14条の11　介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保

険料率は、次のとおりとする。

 
(１)　所得割　100分の1.85 (１)　所得割　100分の1.88

 
(２)　被保険者均等割　被保険者１人につき　8,600円 (２)　被保険者均等割　被保険者１人につき　8,600円

 
(３)　世帯別平等割　１世帯につき　6,900円 (３)　世帯別平等割　１世帯につき　6,900円

 
（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額）

 
第21条　次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦

課額のうち基礎賦課額は、第11条又は第14条の２の基礎賦課額か

ら、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が650,000円を超える場合には、650,000円）とする。

第21条　次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦

課額のうち基礎賦課額は、第11条又は第14条の２の基礎賦課額か

ら、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が660,000円を超える場合には、660,000円）とする。

 (１)　（略） (１)　（略）

 (２)　前号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、地

方税法第 314 条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額

に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得

た金額を加えた金額）に 295,000 円に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生し

た日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する

者以外の者　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額

(２)　前号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、地

方税法第 314 条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額

に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて得

た金額を加えた金額）に 305,000 円に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生し

た日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特

定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を

超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する

者以外の者　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額

 
ア　当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の５を乗じて得た額

ア　当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の５を乗じて得た額

 
イ　当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の５を乗じて得た額

イ　当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の５を乗じて得た額

 (３)　第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

地方税法第 314 条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて

得た金額を加えた金額）に 545,000 円に当該年度の保険料賦課期

日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当

する者以外の者　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のう

ち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ

(３)　第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

地方税法第 314 条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金

額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に 10 万円を乗じて

得た金額を加えた金額）に 560,000 円に当該年度の保険料賦課期

日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額

を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前２号に該当

する者以外の者　アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のう

ち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とさ
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 れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 れるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額

 
ア　当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の２を乗じて得た額

ア　当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10

分の２を乗じて得た額

 
イ　当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の２を乗じて得た額

イ　当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分

の２を乗じて得た額

 
２　前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の２」とある

のは「第14条の６の３又は第14条の６の６」と、「650,000円」

とあるのは「240,000円」と読み替えるものとする。

２　前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の２」とある

のは「第14条の６の３又は第14条の６の６」と、「660,000円」

とあるのは「260,000円」と読み替えるものとする。

 
３　第１項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第11条又は第14条の２」とあるのは「第14条の

８」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と読み替えるも

のとする。

３　第１項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第11条又は第14条の２」とあるのは「第14条の

８」と、「660,000円」とあるのは「170,000円」と読み替えるも

のとする。

 
（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額）

 
第21条の４　当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保

険法施行令第29条の７第５項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条又は第

14条の２の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額

（当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円）とす

る（第４項に掲げる場合を除く）。

第21条の４　当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保

険法施行令第29条の７第５項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条又は第

14条の２の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額

（当該減額して得た額が66万円を超える場合には、66万円）とす

る（第４項に掲げる場合を除く）。

 
(１)　（略） (１)　（略）

 
(２)　（略） (２)　（略）

 
２　前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の２」とある

のは「第14条の６の３又は第14条の６の６」と、「65万円」とあ

るのは「24万円」と読み替えるものとする。

２　前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の２」とある

のは「第14条の６の３又は第14条の６の６」と、「66万円」とあ

るのは「26万円」と読み替えるものとする。

 
３　第１項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課

被保険者である者に限る。）をいう。以下この項において同じ。」

３　第１項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以

下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課

被保険者である者に限る。）をいう。以下この項において同じ。」
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と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第1

1条又は第14条の２」とあるのは「第14条の８」と、「65万円」

とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第1

1条又は第14条の２」とあるのは「第14条の８」と、「66万円」

とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

 
４　当該年度において、第21条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合に

おける当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、当該減額後の第11条又は第14条の２の基礎賦

課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得

た額が65万円を超える場合には、65万円）とする。

４　当該年度において、第21条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合に

おける当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、当該減額後の第11条又は第14条の２の基礎賦

課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得

た額が66万円を超える場合には、66万円）とする。

 
(１)　（略） (１)　（略）

 
(２)　（略） (２)　（略）

 
５　前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の２」とある

のは「第14条の６の３又は第14条の６の６」と、「65万円」とあ

るのは「24万円」と読み替えるものとする。

５　前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条又は第14条の２」とある

のは「第14条の６の３又は第14条の６の６」と、「66万円」とあ

るのは「26万円」と読み替えるものとする。

 
６　第４項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、同項中「出産被保険者」とあるのは「出産被

保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項に

おいて同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦

課額」と、「第11条又は第14条の２」とあるのは「第14条の８」

と、「65万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

６　第４項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、同項中「出産被保険者」とあるのは「出産被

保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項に

おいて同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦

課額」と、「第11条又は第14条の２」とあるのは「第14条の８」

と、「66万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。

 
附　則

 
（施行期日）

 
１　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

 
（経過措置）

 
２　この条例による改正後の夕張市国民健康保険条例の規定は、令

和７年度以後の年度分の保険料について適用し、令和６年度分

までの保険料については、なお従前の例による。



 資料２  

 

宮前町浴場の閉鎖について 

 

１．閉鎖施設 

　　宮前町浴場（夕張市清水沢宮前町16番地の10） 

 

２．閉鎖予定日 

　令和７年８月31日（最終営業日：８月29日(金)） 

 

３．閉鎖理由 

　　・市営住宅の再編（浴室のある市営住宅の建設）などにより、宮前地域における

公衆衛生の維持という共同浴場の設置目的の達成が図られたこと。 

・施設、設備の老朽化が顕著であること。 

・重油の地下貯蔵タンクが、令和７年８月31日をもって設置から後40年を経過す 

るため、継続使用するには、法令上、腐食防止等の措置を講ずることが求めら 

れること。 

 

４．市民周知 

　　市広報による周知及び当該浴場へのポスター掲示による周知を実施する。 

 

 

夕張市共同浴場設置条例の一部改正について 

 

１．改正理由 

宮前町浴場について、令和７年８月31日をもって閉鎖することから、条例上にお

いて当該共同浴場を廃止するため、必要な条例改正を行うもの。 

 

２．改正内容 

　　夕張市共同浴場設置条例第２条の表から、宮前町浴場の項を削る。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※下線部を削る。 

３．施行日 

　令和７年９月１日 

 

以　上

 名称 位置

 宮前町浴場 夕張市清水沢宮前町 16 番地の 10

 真谷地浴場 夕張市沼ノ沢 431 番地の１



 資料３  

 

生活館等及びコミュニティセンター指定管理者の指定について 

 

１．概要 

　　令和７年３月31日をもって指定管理期間が満了となる９施設について、現指定管

理者に意向確認を行った結果、継続したい旨の意向を確認した。こうしたことから、

当該指定管理者を、夕張市公の施設に係る指定管理者の手続き等に関する条例第５

条第１項第５号及び同条例施行規則第５条第２号により「公募によらない指定管理

者の候補」として選定。選定後、候補者から提出のあった指定申請書について、そ

の内容の全てが指定管理者選定条件を満たしたことから、下記の団体を次期指定管

理者として指定する。なお、本件に係る議案を令和７年第１回定例夕張市議会に提

出するもの。 

 

２．指定管理者 

 

以　上

 指定管理施設名 指定管理者及び代表者 指定期間

 １ 夕張市鹿の谷生活館 鹿の谷生活館運営委員会 

会長　細川啓二

令和７年４月１日から 

令和10年３月31日まで

 ２ 夕張市富野生活館 富野町内会 

会長　山橋伸夫

令和７年４月１日から 

令和10年３月31日まで

 ３ 夕張市清水沢生活館 清水沢生活館運営委員会 

委員長　北島嗣之

令和７年４月１日から 

令和10年３月31日まで

 ４ 夕張市清栄生活館 清栄生活館運営委員会 

委員長　佐藤真奈美

令和７年４月１日から 

令和10年３月31日まで

 ５ 夕張市南清水沢生活館 南清水沢生活館運営委員会 

委員長　仁杉照夫

令和７年４月１日から 

令和10年３月31日まで

 ６ 夕張市清陵町さわやか

ホール

清陵町さわやかホール管理運

営委員会 

委員長　伊藤博治

令和７年４月１日から 

令和10年３月31日まで

 ７ 夕張市紅葉山会館 紅葉山会館運営委員会 

委員長　多喜雄基

令和７年４月１日から 

令和９年３月31日まで

 ８ 夕張市滝の上生活館 滝ノ上町内会 

会長　青山政雄

令和７年４月１日から 

令和10年３月31日まで

 ９ 夕張市千代田コミュニ

ティセンター

千代田コニュニティセンター

運営委員会 

運営委員長　二ノ神敏明

令和７年４月１日から 

令和10年３月31日まで
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（参考） 
○夕張市生活館等設置条例（抜粋） 

 
（指定管理者による管理） 

第４条　市長は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、生活館
等に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。 
(1)　生活館等の利用承認 
(2)　生活館等の施設及び設備の維持管理 
(3)　利用料金の収受 
(4)　前３号に掲げるもののほか、生活館等の運営に関し市長が必要と認める業務 

 
 

○夕張市コミュニティセンター条例（抜粋） 
 

（指定管理者による管理） 
第４条　市長は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、コミュ

ニティセンターに関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。 
(1)　コミュニティセンターの利用承認 
(2)　コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理 
(3)　利用料金の収受 
(4)　前３号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの運営に関し市長が必要と認める業

務 
 
 

○夕張市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（抜粋） 
 

（公募によらない指定管理者の候補者の選定等） 
第５条　市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第２条の規定による公募に

よらず指定管理者の候補者を選定することができる。 
(1)　公募に対し申請する団体等がないとき。 
(2)　申請した団体等の中に指定管理者として適当な団体等がないと認めるとき。 
(3)　指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不

適当と認められる事情が生じたとき。 
(4)　指定管理者の指定を受けた団体等が、第８条に規定する協定を締結しないとき。 
(5)　その他市長が特に必要があると認めるとき。 

２　前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、市長等に第３条に規定する申請書（添
付書類を含む。）を提出しなければならない。 

３　市長等は、前２項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、前条に規定する選考
基準によるものとする。 

 
 

○夕張市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（抜粋） 
 

（公募によらない候補者の選定） 
第５条　条例第５条第１項第５号に定める市長が特に認めるものは、次の各号に掲げる場合とす

る。 
(1)　施設の管理に専門的かつ高度な技術が必要な場合 
(2)　地域との結びつきが強い施設で、地域の町内会等を指名する場合 
(3)　施設の大規模改修が計画されているなど、継続した指定管理期間の設定が困難な場合 
(4)　施設の管理上、緊急やむを得ない事態により指名する場合 
(5)　施設の設置目的及び利用者の立場から見て同一の指定管理者による継続的な管理が望

ましいと判断できる場合 
(6)　その他特定の者を指名することが明らかに効果的、効率的又は適切若しくは真にやむを

得ないと認められる場合



行政常任委員会報告事項 

 

令和７年２月２５日 

生 活 福 祉 課 

 

１．夕張市老人生きがいセンター設置条例の廃止について（資料１,２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

夕張市老人生きがいセンター設置条例の廃止の概要 

 

１　経　　過 

　○昭和３８年５月美唄高等職業訓練夕張分校として建設 

○昭和５５年１２月廃校（市へ無償譲渡） 

○昭和５６年４月条例制定 

・南清水沢老人クラブが施設管理 

○昭和６３年４月夕張市シルバー人材センター発足 

・老人クラブからシルバー人材センターに施設管理者を変更 

　○令和７年３月夕張市シルバー人材センター解散（予定） 

 

２　概　　要 

　本条例は、施設の老朽化等により今後の活用が見込めないことから、

条例を廃止しようとするものである。 

 

３　施行期日 

　令和７年４月１日

資料１



資料2

位置図



行政常任委員会報告事項

令和７年２月２５日

財 政 課

１ 財政再生計画の変更について 【資料１】

２ 令和６年度３月補正予算について（補正予算調書） 【資料２】



（単位：千円）

No. 事業名 概要 変更額 算出根拠 財源

1
令和6年度退職手
当

　令和6年度内に自己都合等の予見できない事由により退職する8名の職員に支
給する退職手当について、所要経費を計上するもの。

50,987
○人件費　50,987千円
【積算】
　退職者　８名分計　50,986,939円

○全額一般財源

2
総合行政システム
標準化移行

　本市が導入している総合行政システムについて、本年度予定していた標準化移
行作業が延期されることとなったため、計上済みの当該予算を減額するもの。

△ 120,591

○物件費　△120,591千円
【積算】
　標準化移行業務に係る減額
　　・標準化移行構築　　△115,437,960円
　　・標準化移行フィット&ギャップ
　　　　　　　　　　　　　　　   △5,152,070円

○国庫支出金（デ
ジタル基盤改革支
援補助金）　 
　　　　△9,760千円
○一般財源　
　　 △110,831千円

3
選挙人名簿管理シ
ステム標準化移行

　本市が導入している選挙人名簿管理システムについて、今年度予定していた標
準化移行作業が来年度に延期されることとなったため、計上済みの当該予算を減
額するもの。

△ 880

○物件費　△880千円
【積算】
　標準化移行業務に係る減額
　　・システム構築　　　　　　 △396,000円
　　・データ移行・テスト　　　△484,000円

○全額特定財源
（国庫支出金（デジ
タル基盤改革支援
補助金））　 
　　　　  △880千円

4 統計調査員報酬
　本年度実施した全国家計構造調査及び農林業センサスにおいて、調査員の増
員や報酬単価の増額により予算に不足が生じることから、不足分を増額するもの。

495

○人件費　495千円
【積算】
　調査員報酬不足額
　 ・全国家計構造調査　　255,692円
　 ・農林業センサス    238,730円

○全額特定財源
（道支出金（統計調
査委託金））
　　　　　 　 495千円

夕張市財政再生計画変更予定事項（令和６年度第７次（３月）変更）

１．歳出関係 　＜歳出総額　83,871千円＞

【基本的な考え方】
■　今回の財政再生計画の変更は、令和６年度第６次（１月）変更以降に生じた新たな課題に対応するものである。
■　歳入・歳出の計画変更額は、83,871千円となる。
■　変更に伴い必要となる財源については、国道支出金や幸福の黄色いハンカチ基金繰入金等の特定財源を活用するほか、一般財源は、財政調整基金繰入金等
　で対応するため再生計画期間の変更はない。

資
料
1
-
1

－　1　－



－　2　－

No. 事業名 概要 変更額 算出根拠 財源

5
幸福の黄色いハン
カチ基金積立金

　まちづくり寄附条例に基づく寄附が当初見込みを上回っていることから、当該額
を基金に積立てる経費を計上するもの。

197,371

○その他(積立金)　197,371千円
【積算】
　・決算見込額　296,387千円…①
　・予算現額　　 　99,016千円…②
　　　①-②　＝　197,371千円

○全額特定財源
（夕張まちづくり寄
附金）

6 市道除雪経費
　市道除雪の実施について、燃料費の高騰及び労務単価の上昇により、当該予
算に不足が生じることから、不足分を増額するもの。

18,114

○維持補修費　18,114千円
【積算】
　・燃料費　　　　　　1,434千円
　・除雪委託料　　16,680千円

○全額一般財源

7
教師用教科書及び
指導書更新

　教科指導等の円滑な実施と教師の指導力向上のため、令和7年度の教科書改
訂に向けた事前の準備が必要であることから、教師用教科書及び指導書の購入
経費を計上するもの。

2,850

○物件費　2,850千円
【積算】
　R7年度中学校教師用教科書及び指導書
　 ・教師用教科書　　　　39,822円
　 ・教師用指導書　　2,809,510円

○全額一般財源

8
紅葉山パークゴルフ
場立木伐採業務

　市民の健康増進を目的に現在指定管理者において管理している紅葉山パーク
ゴルフ場について、利用者の安全を確保し適切に施設を維持する必要があること
から、倒木の恐れがある樹木の伐採経費を計上するもの。

317

○物件費　317千円
【積算】
 立木伐採業務委託料
　　（一式）288,000円×1.1＝316,800円　

○全額特定財源
（幸福の黄色いハン
カチ基金繰入金）

9 減債基金積立金
　国の補正予算において、「臨時財政対策債償還基金費」として普通交付税が措
置されたことから、当該額を減債基金に積立てる経費を計上するもの。

23,206

○その他(積立金)　23,206千円
【積算】
　普通交付税「臨時財政対策債償還基金費」
　23,206,000円

○全額一般財源

10
国民健康保険事業
会計繰出金（保険
基盤安定）

　国民健康保険事業への繰出金のうち、保険基盤安定制度等に係る繰出金につ
いて、保険料軽減対象者数の増などにより不足が生じるため、不足分を増額する
もの。

5,552

○繰出金　5,552千円
【積算】
　国民健康保険事業会計繰出金の増額
　　・保険基盤安定（保険料軽減）分　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,020千円
　　・保険者支援分　　　　　　　1,396千円
　　・産前産後保険料軽減分　 　136千円

○国庫支出金(国民
健康保険基盤安定
負担金)   765千円
○道支出金（国民
健康保険基盤安定
負担金）
            3,396千円
○一般財源
　　　　　 1,391千円

11
介護保険事業会計
繰出金

　本市が導入している介護保険システムについて、今年度予定していた標準化移
行等の作業が延期、不要となったため、一般会計からの繰出金を減額するもの。

△ 51,405

○繰出金　△51,405千円
【積算】
　介護保険事業会計繰出金の減額
　　・介護保険システム改修委託料分　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　△7,739千円
　　・システム標準化業務委託料分
　　　　　　　　　　　　　　　　　△43,666千円

○国庫支出金（デ
ジタル基盤改革支
援補助金）　 
　　　　△2,300千円
○一般財源
　　　△49,105千円



No. 事業名 概要 変更額 算出根拠 財源

12
後期高齢者医療事
業会計繰出金

　本市が導入している後期高齢者医療システムについて、今年度予定していた標
準化移行作業が延期されることとなったため、一般会計からの繰出金を減額するも
の。

△ 11,031

○繰出金　△11,031千円
【積算】
　後期高齢者医療事業会計繰出金の減額
　　・システム標準化業務委託料分
　　　　　　　　　　　　　　　　　 △11,031千円

○国庫支出金（デ
ジタル基盤改革支
援補助金）　 
　　　　△2,300千円
○一般財源
　　　　△8,731千円

13 公債費（利子）
　公債費利子分について、積算誤りにより当初予算において過大に計上していた
ことから、不用額分について減額するもの。

△ 31,933

○公債費　△31,933千円
【積算】　
　・予算現額　　 　180,398千円…①
　・執行予定額　　148,465千円…②　
　・不用額①-②　　31,933千円

○全額一般財源

14
国民健康保険事業
会計繰出金（疾病
予防対策事業）

　国民健康保険事業会計における総合的な保健推進事業費の増額に伴い、同会
計へ繰出す当該事業費に対する道支出金も増額となることから、不足が生じる繰
出金について、不足分を増額するもの。

225

○繰出金　225千円
【積算】
　国民健康保険事業会計繰出金の増額
　　・総合的な保健推進事業費分　225千円

○全額特定財源
（道支出金（疾病予
防対策事業費等補
助金））
　　　　　 　225千円

15
健康管理システム
改修

　法改正により、令和7年4月から新たに創設される妊婦のための支援給付に対応
するため、健康管理システム改修に係る所要経費を計上するもの。

494

○物件費　494千円
【積算】
　妊婦のための支援給付に係る対応業務
　　・システム構築・改修  　  309,760円
　　・システム専用PC購入  　183,700円

○全額特定財源
（国庫支出金（出
産・子育て応援交
付金））
　　　　　 　494千円

16

国庫支出金過年度
還付（低所得子育て
世帯支援給付金事
業費等補助金）

　低所得子育て世帯支援給付金事業費等に係る令和5年度国庫補助金につい
て、精算の結果、超過受入れとなっていることから、返還に係る経費を計上するも
の。

100

○その他（補助費等）　100千円
【積算】
　令和5年度低所得育て世帯生活支援特別
　給付金事業費等補助金過年度過誤納還
　付金（ひとり親世帯分）
　 ・交付額　　　　 2,700千円…①
 　・実績額　　　　 2,600千円…②　
 　・返還額①-②　　100千円

○全額一般財源

17
小砂金の沢ズリ山修
繕工事【財源振替】

　予算計上済みの本経費に対して道支出金が見込めることから財源振替するも
の。

0

○維持補修費　0千円
【財源振替】
　・一般財源から、11,810千円を道支出金
へ財源振替

○道支出金（地域
づくり総合交付金）　
　　 　　 11,810千円
○一般財源
　　 　△11,810千円

－　3　－
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No. 事業名 概要 変更額 算出根拠 財源

18
情報化促進（パソコ
ン購入）【財源振替】

　予算計上済みの本経費に対して幸福の黄色いハンカチ基金繰入金が見込める
ことから財源振替するもの。

0

○物件費　0千円
【財源振替】
　・一般財源から、2,000千円を幸福の黄色
いハンカチ基金繰入金へ財源振替

○繰入金（幸福の
黄色いハンカチ基
金繰入金）　  
　　　　　 2,000千円
○一般財源
　      △2,000千円

19
児童手当システム
改修等【財源振替】

　予算計上済みの本経費に対して国庫支出金が見込めることから財源振替するも
の。

0

○人件費、物件費　0千円
【財源振替】
　・一般財源から、8,238千円を国庫支出金
へ財源振替

○国庫支出金（子
ども・子育て支援事
業費補助金）
　  　　　 8,238千円
○一般財源
　    　△8,238千円

20
交通問題対策（市
外線デマンド交通）
【財源振替】

　予算計上済みの本経費に対して企業版ふるさと納税による寄附金が見込めるこ
とから財源振替するもの。

0

○物件費　0千円
【財源振替】
　・一般財源から、200千円をまち・ひと・しご
と創生寄附金へ財源振替

○まち・ひと・しごと
創生寄附金
　　　　　　　200千円
○一般財源
　　　　　△ 200千円

21
保育協会運営費補
助【財源振替】

　予算計上済みの本経費に係る過疎債ソフト事業分の充当額を見直したことから
財源振替するもの。

0

○その他（補助費等）　0千円
【財源振替】
　・幸福の黄色いハンカチ基金繰入金から、
2,287千円を、一般財源から、4,413千円を
過疎債（ソフト事業分）へ財源振替

○過疎債（ソフト）
　　 　　 6,700千円
○繰入金（幸福の
黄色いハンカチ基
金繰入金）　
　　    △2,287千円
○一般財源
　　 　 △4,413千円

22
生活保護システム
標準化移行【財源
振替】

　予算計上済みの本経費に対して国庫支出金の増額が見込めることから財源振
替するもの。

0

○物件費　0千円
【財源振替】
　・一般財源から、4,084千円を国庫支出金
へ財源振替

○国庫支出金（デ
ジタル基盤改革支
援補助金）　 
　　　　　 4,084千円
○一般財源　
　　 　 △4,084千円

23
墓地葬斎苑管理
【財源振替】

　予算計上済みの本経費に対して道支出金が見込めることから財源振替するも
の。

0

○維持補修費　0千円
【財源振替】
　・一般財源から、1,800千円を道支出金へ
財源振替

○道支出金（地域
づくり総合交付金）　 
　　　　　 1,800千円
○一般財源　
　　 　 △1,800千円



No. 事業名 概要 変更額 算出根拠 財源

24
農業振興対策連携
事業【財源振替】

　本事業に係る財源として計上済みの、企業1社からの企業版ふるさと納税につい
て、当初予定していた寄付額が減額となる見込みとなったことから、幸福の黄色い
ハンカチ基金繰入金へ財源振替するもの。

0

○物件費、その他（補助費等）　0千円
【財源振替】
　・まち・ひと・しごと創生寄附金から、4,997
千円を幸福の黄色いハンカチ基金繰入金
へ財源振替

○まち・ひと・しごと
創生寄附金
　　　　△4,997千円
○幸福の黄色いハ
ンカチ基金繰入金
　　　　　 4,997千円

25
老朽市営住宅除却
【財源振替】

　予算計上済みの本経費に係る過疎債ソフト事業分の充当額を見直したことから
財源振替するもの。

0

○物件費　0千円
【財源振替】
　・過疎債（ソフト事業分）から、2,700千円を
一般財源へ財源振替

○過疎債（ソフト）
　　　　△2,700千円
○一般財源
 　　  　　2,700千円

83,871合　　計

－　5　－



－　6　－

（単位：千円）

No. 事業名 概要 変更額 算出根拠 財源

1
普通交付税追加交
付

　国の補正予算により普通交付税の再算定による追加交付があったことから、増
額分について計画に計上するもの。

97,354

○普通交付税　97,354千円
【積算】
　・臨時経済対策費措置分　　32,896千円
　・給与改定費措置分　　      38,064千円
　・臨時財政対策債償還基金費措置分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,206千円
　・調整戻し分　　　　　　　　　　  3,188千円

○全額一般財源

2
国民健康保険基盤
安定負担金（国庫）

　低所得世帯に対する国民健康保険料軽減分等に係る国庫支出金。（1/2） 765

○国民健康保険基盤安定負担金
　 765千円
【積算】
　・保険者支援分（増額分）　 　697千円
　・産前産後保険料軽減分（増額分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68千円

○全額国庫支出金

3
デジタル基盤改革
支援補助金

　標準化法に基づく、標準化基準に適合したシステムへの移行に係る国庫補助
金。作業の延期により、総合行政システム等に係る補助金について減額するもの。

△ 11,156

○デジタル基盤改革支援補助金
  △11,156千円
【積算】
　標準化移行業務に係る減額
　　・標準化移行構築　　　△6,004千円
　　・標準化移行フィット&ギャップ
　　　　　　　　　　　　　　　   △5,152千円

○全額国庫支出金

4
子ども・子育て支援
事業費補助金

　児童手当制度改正に対応するためのシステム改修等に係る国庫支出金。 8,238

○子ども・子育て支援事業費補助金　
　 8,238千円
【積算】
　児童手当支給対象拡大に対応する業務
　　・業務システム改修費　　8,059千円
　　・制度改正準備事務費　 　179千円

○全額国庫支出金

5
出産・子育て応援交
付金

　妊婦のための支援給付の制度化に伴う、システム改修等に係る国庫支出金。
（10/10）

494

○出産・子育て応援交付金　494千円
【積算】
　妊婦のための支援給付に係る対応業務
　事業費493,460円×10/10≒494,000

○全額国庫支出金

２．歳入関係 　＜歳入総額　83,871千円＞



No. 事業名 概要 変更額 算出根拠 財源

6
国民健康保険基盤
安定負担金（道費）

　低所得世帯に対する国民健康保険料軽減分等に係る道支出金。（1/4） 3,396

○国民健康保険基盤安定負担金
 　3,396千円
【積算】
　・保険料軽減分（増額分） 　3,014千円
　・保険者支援分（増額分）　 　348千円
　・産前産後保険料軽減分（増額分）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34千円

○全額道支出金

7
地域づくり総合交付
金(小砂金の沢ズリ
山補修工事)

　小砂金の沢ズリ山補修工事に係る地域づくり総合交付金。（1/2） 11,810

○地域づくり総合交付金　11,810千円
【積算】
　・小砂金の沢ズリ山コルゲート補修工事
　　事業費23,639千円×1/2≒11,810千円

○全額道支出金

8
地域づくり総合交付
金（葬斎苑火葬炉
修繕）

　葬斎苑火葬炉修繕に係る地域づくり総合交付金。（1/2） 1,800

○地域づくり総合交付金　1,800千円
【積算】
　・葬斎苑火葬炉修繕
　　事業費3,630千円×1/2≒1,800千円

○全額道支出金

9
疾病予防対策事業
費等補助金

　健康増進事業（総合的な保健推進事業）の実施に係る道支出金。（2/3） 225

○疾病予防対策事業費等補助金
　 225千円
【積算】
　・総合的な保健推進事業費分（増額分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　225千円

○全額道支出金

10 統計調査委託金 　全国家計構造調査及び農林業センサスの実施に係る道支出金。（10/10） 495

○統計調査委託金　495千円
【積算】
　調査員報酬の増額分
　 ・全国家計構造調査　　256千円
　 ・農林業センサス      　239千円

○全額道支出金

11
夕張まちづくり寄附
金

　夕張まちづくり寄附条例に基づく寄附金が当初予算を上回る見込みであることか
ら、増額するもの。

197,371

○夕張まちづくり寄附金　197,371千円
【積算】
　・決算見込額　296,387千円…①
　・予算現額　　 　99,016千円…②
　　　①-②　＝　197,371千円

○全額特定財源
（寄付金）

12
まち・ひと・しごと創
生寄附金

　新たに企業1社から寄附の申し出があったことから増額するほか、当初予算計上
済みの企業1社からの寄付額を一部減額するもの。

△ 4,797

○まち・ひと・しごと創生寄附金　
　△4,797千円
【積算】
　・新規　　200千円
　　（充当事業：交通問題対策事業）
　・当初計上分　　△4,997千円
　　（充当事業：農業振興対策連携事業）

○全額特定財源
（寄付金）

－　7　－



－　8　－

No. 事業名 概要 変更額 算出根拠 財源

13
財政調整基金繰入
金

　本年度事業を実施するための一般財源の繰入予定分について、国道支出金や
過疎ソフト等の特定財源が見込めるほか、事業費の減額などにより相当額の繰入
を減額するもの。

△ 231,151

○財政調整基金繰入金　△231,151千円
【積算】
　財源振替分　
　　・子ども・子育て支援事業費補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　△8,238千円　
　　・デジタル基盤改革支援助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　△4,084千円
　　・北海道地域づくり総合交付金
　　　　　　　　　　　　　　　 　　△13,610千円
　　・寄附金（企業版ふるさと納税）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △200千円
　　・ハンカチ基金繰入金 　  △2,000千円
　　・過疎対策事業債ソフト   △1,713千円
　 その他３月補正に要する一般財源
                                     △201,306千円

○全額一般財源

14
幸福の黄色いハン
カチ基金繰入金

　紅葉山パークゴルフ場立木伐採経費への充当のほか、財源振替による充当額
の増減により繰入金を増額するもの。

5,027

○幸福の黄色いハンカチ基金繰入金
　 5,027千円
【積算】
　体育施設管理
　　・パークゴルフ場立木伐採　　317千円
　財源振替
　　・過疎債ソフト事業　　△2,287千円
　　・情報化促進事業　 　　2,000千円
　　・農業振興対策連携事業　　4,997千円

○全額特定財源
（繰入金）

15
過疎対策事業債（ソ
フト事業分）

　令和6年度発行限度額が、当初の見込みよりも増額となったことから、増額分を
計上するもの。

4,000

○過疎対策事業債（ソフト分）　4,000千円
【積算】
　・R6発行可能額　97,100千円　①
　・当初予算額　　　93,100千円　②
　　　　①-②＝4,000千円

　対象事業（増減分）
　　・保育協会運営費補助　　　　6,700千円
　　・市営住宅再編事業（老朽住宅除却）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△2,700千円

○全額特定財源
（地方債）

83,871合　　計



第１　再生判断比率が財政再生基準以上となった要因の分析　：　変更前に同じ

第２　計画期間　：　変更前に同じ

第３　財政再生の基本方針　：　変更前に同じ

第４　財政の再生に必要な計画及び歳入又は歳出の増減額　：　変更前に同じ

第５　歳入歳出年次総合計画

　１　一般会計等の実質収支

　　（１）一般会計　：　令和６年度及び令和７年度を次のとおり変更

歳 入 額 一 般 財 源
一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳 入 額 一 般 財 源

一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳 入 額 一 般 財 源

一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳　入　　　　（　）内は一般財源

1 825,563 825,563 △ 70,810 825,563 825,563 △ 70,810 0 0 0

2 38,369 38,369 △ 20,686 38,369 38,369 △ 20,686 0 0 0

3 5,148,231 5,148,231 △ 138,135 5,245,585 5,245,585 △ 40,781 97,354 97,354 97,354 普通交付税追加交付97,354（97,354）

4 1,750,922 185,362 △ 107,236 1,766,989 185,362 △ 107,236 16,067 0 0

国民健康保険基盤安定負担金（国庫）【国】　765
（0）
デジタル基盤改革支援補助金【国】　▲11,156（0）
子ども・子育て支援事業費補助金【国】　8,238（0）
出産・子育て応援交付金【国】　　494（0）
国民健康保険基盤安定負担金（道費）【道】　3,396
（0）
地域づくり総合交付金(小砂金の沢ズリ山補修工
事)【道】　11,810（0）
地域づくり総合交付金（葬斎苑火葬炉修繕）【道】　
1,800（0）
疾病予防対策事業費等補助金【道】　225（0）
統計調査委託金【道】　495（0）

5 1,724,474 1,076,357 898,059 1,498,350 845,206 666,908 △ 226,124 △ 231,151 △ 231,151
財政調整基金繰入金　▲231,151（▲231,151）
幸福の黄色いハンカチ基金繰入金 5,027（0）

6 220,500 9,000 △ 9,930 224,500 9,000 △ 9,930 4,000 0 0 過疎対策事業債（ソフト分）　4,000（0）

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 934,488 316,193 △ 307,476 1,127,062 316,193 △ 307,476 192,574 0 0
夕張まちづくり寄付金　197,371（0）
まち・ひと・しごと創生寄附金　▲4,797（0）

10,642,547 7,599,075 243,786 10,726,418 7,465,278 109,989 83,871 △ 133,797 △ 133,797

歳 出 額 一 般 財 源
一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳 出 額 一 般 財 源

一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳 出 額 一 般 財 源

一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳　出　　　　（　）内は一般財源

1 1,367,042 1,193,671 102,274 1,418,524 1,244,506 153,109 51,482 50,835 50,835
令和6年度退職手当　50,987（50,987）
児童手当システム改修等【財源振替】　0（▲152）
統計調査員報酬　495（0）

2 1,721,291 937,529 102,410 1,603,481 817,878 △ 17,241 △ 117,810 △ 119,651 △ 119,651

情報化促進（パソコン購入）【財源振替】　0（▲
2,000）
児童手当システム改修等【財源振替】　0（▲
8,086）
総合行政システム標準化移行　▲120,591（▲
110,831）
選挙人名簿管理システム標準化移行　▲880（0）
交通問題対策（市外線デマンド交通）【財源振替】　
0（▲200）
生活保護システム標準化移行【財源振替】　0（▲
4,084）
健康管理システム改修　494（0）
農業振興対策連携事業【財源振替】　0（0）
老朽市営住宅除却【財源振替】　0（2,700）
教師用教科書及び指導書更新　2,850（2,850）
紅葉山パークゴルフ場立木伐採業務　317（0）

3 347,635 279,763 99,938 365,749 284,267 104,442 18,114 4,504 4,504

小砂金の沢ズリ山修繕工事【財源振替】　0（▲
11,810）
墓地葬斎苑管理【財源振替】　0（▲1,800）
市道除雪経費　18,114（18,114）

4 1,639,498 577,683 △ 7,790 1,639,498 577,683 △ 7,790 0 0 0

5 350,275 24,561 △ 59,643 350,275 24,561 △ 59,643 0 0 0

(1) 普 通 建 設 事 業 費 350,275 24,561 △ 59,643 350,275 24,561 △ 59,643 0 0 0

(2) 災 害 復 旧 事 業 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 3,627,394 3,409,700 189,662 3,595,461 3,377,767 157,729 △ 31,933 △ 31,933 △ 31,933 公債費（利子）　▲31,933（▲31,933）

2,558,450 2,541,285 6,070 2,558,450 2,541,285 6,070 0 0 0

7 713,733 605,257 △ 36,943 657,074 548,812 △ 93,388 △ 56,659 △ 56,445 △ 56,445

国民健康保険事業会計繰出金（保険基盤安定）　
5,552（1,391）
介護保険事業会計繰出金　▲51,405（▲49,105）
後期高齢者医療事業会計繰出金　▲11,031（▲
8,731）
国民健康保険事業会計繰出金（疾病予防対策事
業）　225（0）

8 875,679 570,911 △ 110,940 1,096,356 589,804 △ 92,047 220,677 18,893 18,893

≪補助費等≫
保育協会運営費補助【財源振替】　0（▲4,413）
農業振興対策連携事業【財源振替】　0（0）
国庫支出金過年度還付（低所得子育て世帯支援
給付金事業費等補助金）　100（100）

≪積立金≫
幸福の黄色いハンカチ基金積立金　197,371（0）
減債基金積立金　23,206（23,206）

10,642,547 7,599,075 278,968 10,726,418 7,465,278 145,171 83,871 △ 133,797 △ 133,797

0 0 △ 35,182 0 0 △ 35,182 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

財政再生計画変更の概要（令和７年３月）

年　　　度 令和６年度（第16年度）

区　　　分 現在計画　（Ａ） 変更後計画　（Ｂ） 計画増減　（Ｂ）－（Ａ）

歳 入

地 方 税

地 方 譲 与 税

地 方 交 付 税

国 都 道 府 県 支 出 金

繰 入 金

地 方 債

う ち 再 生 振 替 特 例 債

そ の 他

歳 入 計

歳 出

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

建 設 事 業 費

公 債 費

う ち 再 生 振 替 特 例 債

繰 出 金

そ の 他

歳 出 計

歳入歳出差引額 （Ａ）

翌年度へ繰り越すべき財源（Ｂ）

実 質 収 支 額
（ Ａ ） － （ Ｂ ） （ Ｃ ）

（Ｃ）のうち地方自治法第233条の
2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

計画増減内訳

資
料
１
-
２



歳 入 額 一 般 財 源
一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳 入 額 一 般 財 源

一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳 入 額 一 般 財 源

一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳　入　　　　（　）内は一般財源

1 702,947 702,947 △ 122,616 867,921 867,921 42,358 164,974 164,974 164,974

市民税個人（現年）48,236（48,236）
固定資産税（滞納繰越）9,648（9,648）
入湯税（現年）▲9,905（▲9,905）
国有資産市町村交付金（現年）
120,326（120,326）

2 57,416 57,416 19,047 52,903 52,903 14,534 △ 4,513 △ 4,513 △ 4,513
地方揮発油譲与税▲6,265（▲6,265）
森林環境譲与税8,280（8,280）
自動車重量譲与税▲6,528（▲6,528）

3 5,039,878 5,039,878 △ 108,353 5,177,596 5,177,596 △ 67,989 137,718 137,718 40,364
普通交付税11,337（11,337）
特別交付税126,381（126,381）

4 1,485,859 11,186 △ 174,176 1,640,008 11,476 △ 173,886 154,149 290 290

【国庫支出金　220,765（0）】
子どものための教育・保育給付交付金34,773（0）
障害者自立支援給付費負担金▲88,138（0）
障害者自立支援医療費負担金15,412（0）
児童手当負担金28,235（0）
低所得者保険料軽減負担金8,558（0）
デジタル基盤改革支援補助金104,848（0）
新しい地方経済・生活環境創生交付金20,239（0）
社会資本整備総合交付金9,479（0）
建設機械整備費補助金▲18,000
道路メンテナンス補助金82,689（0）
公立学校情報機器整備事業費補助金8,873（0）
【道支出金　▲66,616（290）】
子どものための教育・保育給付交付金12,581（0）
生活保護費負担金現年度分▲11,646（0）
障害者自立支援給付費負担金▲44,069（0）
地域づくり総合交付金20,500（0）
合板・製材生産性強化対策事業補助金▲35,000
（0）
森林環境保全整備事業補助金▲21,896（0）

5 798,742 520,986 △ 555,371 1,618,107 997,692 152,486 819,365 476,706 707,857

財政調整基金繰入金453,191（453,191）
幸福の黄色いハンカチ基金繰入金309,531（0）
石勝線代替輸送確保基金繰入金25,875（0）
減債基金繰入金23,515（23,515）

6 190,400 0 △ 9,000 235,100 0 △ 9,000 44,700 0 0

衛生施設整備事業債11,000（0）
道路橋りょう整備事業債52,700（0）
公営住宅建設事業債▲27,300（0）
除雪車購入事業債▲9,600（0）
過疎対策事業債（ソフト事業分）▲11,600（0）
緊急自然災害防止対策事業債29,500（0）

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 870,227 383,684 67,491 813,253 258,941 △ 57,252 △ 56,974 △ 124,743 △ 124,743

分担金・負担金▲6,300（0）
使用料及び手数料▲47,973（▲125,287）
財産収入▲22,672（▲16,397）
諸収入4,702（1,672）
各種交付金15,269（15,269）

9,145,469 6,716,097 △ 882,978 10,404,888 7,366,529 △ 98,749 1,259,419 650,432 784,229

歳 出 額 一 般 財 源
一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳 出 額 一 般 財 源

一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳 出 額 一 般 財 源

一般財源の前年
度 対 比 増 減 額 歳　出　　　　（　）内は一般財源

1 1,207,355 1,072,741 △ 120,930 1,370,196 1,204,626 △ 39,880 162,841 131,885 81,050

給料（一般級職）51,013（51,013）
給料（会計年度任用職員）70,033（70,033）
職員手当（夏期）14,339（14,339）
職員手当（退職）▲89,074（▲89,074）
職員手当（会計年度任用職員）50,658（48,592）
共済費（都市共済）31,952（31,952）
共済費（会計年度任用職員）27,919（27,919）

3 401,630 237,696 △ 42,067 373,164 251,661 △ 32,606 △ 28,466 13,965 9,461

清陵浴場改修工事38,806（0）
浄化槽保守委託料（市営住宅管理）▲32,178（0）
修繕料（市営住宅修繕）▲38,657（▲6,318）
修繕料（市道維持補修）▲19,100（▲19,100）
光熱水費（除排雪）11,068（11,068）
除雪委託料（除排雪）20,207（2,874）
賃金（除排雪）▲22,465（▲22,465）
修繕料（道路橋梁管理）16,150（16,150）

年　　　度 令和７年度（第17年度）

区　　　分 現在計画　（Ａ） 変更後計画　（Ｂ） 計画増減　（Ｂ）－（Ａ）

歳 入

地 方 税

地 方 譲 与 税

地 方 交 付 税

国 都 道 府 県 支 出 金

繰 入 金

地 方 債

う ち 再 生 振 替 特 例 債

そ の 他

歳 入 計

歳 出

人 件 費

維 持 補 修 費

主な計画増減内訳

2 物 件 費 781,480 486,898 △ 450,631 1,856,764 1,044,981 227,103 1,075,284 558,083 677,734

じん芥収集委託料（じん芥収集処理）16,742
（16,152）
消耗品費（し尿処理場維持管理）▲19,018（▲
19,018）
施設管理委託料（し尿処理場維持管理）39,448
（37,705）
スクールバス運行委託料（スクールバス運営）
28,579（▲11,576）
ふるさと納税特産品送付委託料66,426（0）
ふるさと納税システム等利用料（企画一般業務）
37,078（0）
休日等管理清掃委託料（拠点複合施設管理）
13,787（13,787）
戸籍システム標準化移行構築準備委託料（戸籍
事務電算化）31,460（0）
デマンド運行及び受付業務委託料（交通問題対
策）44,019（41,022）
学童クラブ運営委託料15,795（4,736）
パソコン（校務情報化促進）11,219（11,219）
市営住宅管理業務委託料（市営住宅管理業務）
116,731（98,630）
老朽住宅除却工事（効果促進）（市営住宅再編事
業）68,170（▲15）
予防接種委託料（市民保健ケア）13,139（▲207）
タブレット（児童生徒情報化促進）26,243（0）
はしご付消防ポンプ車保守委託料（消防一般業
務）38,584（38,584）
石炭博物館管理委託料（石炭博物館管理）13,000
（13,000）
総合行政システム標準化移行委託料（総合行政
システム管理）38,340（3,810）
ガバメントクラウド使用料（総合行政システム管
理）15,875（15,875）
体育施設管理業務委託料（体育施設管理）50,530
（48,772）
地域おこし協力隊支援業務委託料（商工観光）
11,000（11,000）
地域おこし協力隊支援業務委託料（社会教育）
11,000（11,000）
光熱水費（中学校維持管理）13,154（13,154）
給食調理業務委託料（中学校給食運営）24,183
（24,183）
登川山手跨線橋撤去設計委託料11,838（11,838）
公園計画策定委託料（都市公園再編事業）14,608
（7,608）
用地等測量委託料（都市公園再編事業）11,275
（11,275）
公営塾運営委託料（夕張高校魅力化事業）12,738
（0）
寮運営業務委託料（夕張高校魅力化事業）17,705
（0）
リサイクル容器包装収集委託料（法容器包装リサ
イクル収集）28,038（26,773）



4 1,543,012 450,387 △ 127,296 1,463,391 422,169 △ 155,514 △ 79,621 △ 28,218 △ 28,218

施設型給付費（旧保育所入所児童扶助費）46,649
（12,871）
児童手当給付31,590（1,615）
更生医療給付費（障害者自立支援事業）26,098
（6,525）
障害者福祉サービス給付費（障害者自立支援事
業）▲156,120（▲39,030）
療養介護医療給付費（障害者自立支援事業）▲
12,558（▲3,140）
生活扶助等給付費10,059（13,681）

5 272,885 33,106 8,545 312,213 3,207 △ 21,354 39,328 △ 29,899 △ 29,899

(1) 普 通 建 設 事 業 費 272,885 33,106 8,545 312,213 3,207 △ 21,354 39,328 △ 29,899 △ 29,899

【補助事業　▲11,874（▲1,769）】
清水沢橋架替工事121,785（83）
市営住宅改善（長寿命化・居住）▲52,628（7）
除雪車（除雪車購入）▲27,673（▲73）
間伐等工（森林環境保全）▲25,000（0）
林内路網整備工事（林業専用道整備）▲27,085
（0）
新千代田橋修繕設計委託料12,920（70）
【単独事業　51,202（▲28,130）】
十三哩二の沢川改修工事29,507（7）
リサイクル収集車（法容器包装リサイクル収集）
11,097（97）
土地購入費（一般廃棄物物最終処分場建設）▲
20,000（▲20,000）
地下展示室電源改修工事（石炭博物館管理）
27,368（0）

(2) 災 害 復 旧 事 業 費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 3,730,259 3,573,412 163,712 3,601,883 3,411,286 33,519 △ 128,376 △ 162,126 △ 130,193
起債元金▲65,455（▲80,600）
起債利子▲62,921（▲63,843）

2,558,450 2,547,447 6,162 2,558,450 2,547,447 6,162 0 0 0

7 849,835 760,102 154,845 667,641 554,719 5,907 △ 182,194 △ 205,383 △ 148,938

介護保険事業会計繰出金14,763（▲1,462）
後期高齢者医療給付費負担金▲34,636（▲
34,636）
後期高齢者医療事業会計繰出金14,452（9,177）
公共下水道事業会計繰出金▲177,000（▲
177,000）

8 359,013 101,755 △ 469,156 759,636 473,880 △ 115,924 400,623 372,125 353,232

【補助費等　344,338（324,518）】
夕張支線代替輸送運営費等補助（交通問題対
策）25,875（0）
公共下水道事業会計補助（公共下水道事業会計
繰出）137,815（137,815）
水道事業会計補助（水道事業会計繰出）86,328
（69,066）
子育て世帯向け住宅取得等助成金（地域再生整
備事業）▲13,700（▲3,675）
【積立金　47,725（40,487）】
財政再生計画調整基金積立金32,207（32,207）
森林環境譲与税基金積立8,280（8,280）
【出資金・貸付金】
奨学資金貸付金▲1,440（▲2,880）
【予備費　10,000（10,000）】
一般会計予備費10,000（10,000）

9,145,469 6,716,097 △ 882,978 10,404,888 7,366,529 △ 98,749 1,259,419 650,432 784,229

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

扶 助 費

建 設 事 業 費

公 債 費

う ち 再 生 振 替 特 例 債

繰 出 金

そ の 他

歳 出 計

歳入歳出差引額 （Ａ）

翌年度へ繰り越すべき財源（Ｂ）

実 質 収 支 額
（ Ａ ） － （ Ｂ ） （ Ｃ ）

（Ｃ）のうち地方自治法第233条の
2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額



夕張市財政再生計画（令和７年度第１次（３月））変更事項

【新たに計画に計上する事務事業】 （単位：千円）

国費 道費 地方債 その他 一般財源

物件費 入退庁管理システム更新 1,011 1,011

物件費
市庁舎整備事業（用地測量、地盤調
査）

20,130 20,130

補助費等 入札参加資格共同審査負担金 275 275

物件費 庁舎電気室ＰＣＢ含有機器搬出 4,037 4,037

維持補修費 電子計算機室空調機器更新 2,252 2,252

積立金
財政再生計画調整基金積立（令和7
年人事院勧告に伴う人件費の増額）

32,207 32,207

物件費 旧図書館窓塞ぎ工事 1,195 1,195

物件費 (仮称)夕張市総合計画策定 4,268 4,268

物件費

企画一般業務（ふるさと納税ポータルサ
イト追加、ワンストップ特例申請管理シス
テム）

4,657 4,657 0

物件費 スマホ教室開催 140 140

物件費
補助費等 施設予約システム整備 1,528 1,528

補助費等
夕張高校魅力化事業（小規模市町村
ネットワーク負担金）

1,595 797 798 0

物件費
住民基本台帳ネットワークシステム機
器更新

8,747 651 8,096

物件費
補助費等 南空知定住自立圏（公共交通） 416 416

物件費
普通建設事業

（単独）
補助費等

高齢者住宅除雪サービス事業見直し 4,307 770 3,502 35

物件費 拠点複合施設無線LAN機器更新 2,101 50 2,051

物件費 若年者健診 2,959 2,959 0

物件費 １か月児健康診査委託 40 20 20 0

物件費 帯状疱疹ワクチン定期接種 2,300 2,300 0

補助費等 不妊治療等助成事業 274 136 138

物件費 葬祭苑施設劣化診断 8,294 8,294 0

維持補修費 清陵浴場改修 38,806 18,500 20,306 0

物件費 宮前町浴場閉鎖後管理 2,097 2,097

普通建設事業
（単独） リサイクル収集車整備 11,097 11,000 97

物件費 薬木生育実態調査等 8,671 8,671

補助費等 雇用対策総合支援事業 3,095 3,095

普通建設事業
（補助）

橋梁長寿命化計画事業（新千代田橋
修繕）

12,920 7,850 5,000 70

物件費 登川山手跨線橋撤去 11,838 11,838

物件費 行政情報デジタルデータ構築 4,666 4,666

物件費 都市公園台帳整備 4,719 4,719

物件費 都市計画施設整備事業 779 779

物件費 都市公園施設長寿命化計画策定 14,608 7,000 7,608

物件費 都市公園再編事業（用地測量等） 15,448 15,448

物件費 屈折はしご車オーバーホール 38,757 38,757

物件費 消防庁舎修繕実施設計 4,884 4,884

物件費 小中学校教職員用パソコン更新 11,219 11,219

物件費
児童生徒情報化促進
（中学校ネットワーク機器更新）

5,544 5,544 0

物件費
児童生徒情報化促進
（学習用端末更新）

29,257 8,873 20,384 0

維持補修費 清水沢プール外壁塗装工事 1,298 1,298 0

普通建設事業
（単独）

文化スポーツセンタ―照明改善工事
実施設計

3,608 3,608 0

341,839 29,545 22,871 16,000 76,960 196,463

財源内訳

＜一般会計＞

【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【国費】新しい地方経済・生活環境創生交付金
【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【その他】住民票写手数料

【その他】豪雪地帯安全確保緊急対策交付金
【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【その他】国民健康保険事業会計繰入金、検診料収入、幸せの黄色い
ハンカチ基金繰入金

【国費】母子保健衛生費国庫補助金
【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【道費】北海道不妊治療等助成事業補助金

【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【道費】地域づくり総合交付金
【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【地方債】過疎対策事業債

【国費】道路メンテナンス補助金
【地方債】過疎対策事業債

【国費】防災安全社会資本整備交付金

【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【国費】公立学校情報機器整備事業費補助金
【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【その他】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

合　　　　　　　　計

歳出
項目名 事業名等

計画
変更額

備考（充当する特定財源等の内容）

資料１-３



【新たに計画に計上する歳入】 （単位：千円）

国費 道費 地方債 その他 一般財源

市税 環境性能割 1,203 1,203

地方譲与税 森林環境譲与税 8,280 8,280

法人事業税交付金 法人事業税交付金 10,152 10,152

使用料及び手数料 拠点複合施設使用料 1,251 1,251 0

国庫支出金
社会保障・税番号制度システム整備費補
助金

2,791 2,791 0

国庫支出金 デジタル基盤改革支援補助金 104,848 104,848 0

国庫支出金
新しい地方経済・生活環境創生交付
金

20,239 20,239 0

国庫支出金 保育対策総合支援事業費補助金 1,830 1,830 0

国庫支出金
困難な問題を抱える女性支援推進等事
業費補助金

1,646 1,646 0

国庫支出金 出産・子育て応援交付金 1,000 1,000 0

国庫支出金
社会資本整備総合交付金
（防災安全社会資本整備交付金）

7,000 7,000 0

国庫支出金 道路メンテナンス補助金 82,689 82,689 0

国庫支出金 公立学校情報機器整備事業費補助金 8,873 8,873

道支出金 地域少子化対策重点推進交付金 1,200 1,200 0

道支出金 地域づくり総合交付金（火葬炉補修） 2,000 2,000 0

道支出金 地域づくり総合交付金（浴場改修） 18,500 18,500 0

繰入金 奨学基金繰入金 1,440 1,440 0

繰入金 石勝線代替輸送確保基金繰入金 25,875 25,875 0

繰入金 森林環境贈与税基金繰入金 4,822 4,822 0

財産収入 不用品売払代 2,090 2,090

諸収入 デマンド交通利用者負担金収入 3,696 3,696 0

諸収入 後期高齢者医療広域連合特別調整交付金収入 10,225 10,225 0

地方債 道路橋りょう整備事業債 52,700 52,700 0

地方債 衛生施設整備事業債 11,000 11,000 0

地方債 緊急自然災害防止対策事業債 29,500 29,500 0

414,850 230,916 21,700 93,200 47,309 21,725

財源内訳

＜一般会計＞

一般財源

一般財源

一般財源

【事業名】拠点複合施設管理

【事業名】社会保障・税番号制度システム整備（中間サーバ構築）

【事業名】総合行政システム管理、社会保障・税番号制度システム整備、健康管理システム整備、障害者自立支援事業、選
挙管理委員会事務局業務、介護保険事業会計繰出、後期高齢者事業会計繰出、国民健康保険事業会計繰出、戸籍事務
電算化

【事業名】夕張高校魅力化事業

【事業名】保育協会運営費補助

【事業】母子福祉一般業務、人件費（母子福祉費）

【事業名】出産・子育て支援事業

【事業名】都市公園再編事業

【事業名】橋梁長寿命化計画事業

【事業名】児童生徒情報化促進

【事業名】結婚新生活支援事業

【事業名】墓地葬斎苑管理

【事業名】共同浴場整備

【事業名】奨学資金貸付

【事業名】交通問題対策

【事業名】林道管理

一般財源

【事業名】交通問題対策

【事業名】高齢者保健介護予防一体的実施、人件費（保健衛生総務費）

【事業名】橋梁長寿命化計画事業

【事業名】容器包装リサイクル収集

【事業名】河川維持管理

合　　　　　　　　計

歳入
項目名 事業名等

計画
変更額

備考（充当する事業等の内容）



※  現時点において、財政再生計画変更に向けて、国及び道と調整を図っているもの。
     調整未了につき、今後、内容に変更を生じる場合があることに留意願います。

令和６年度　　  各  会  計

補　　正　　予　　算　　調　　書

（公営企業会計を除く）

資
料

２



－　1 　－

《　一　般　会　計　》

０４ 衛生費 ０1 保健衛生費 400 千円

０８ 消防費 ０３ 消防施設費 1,710 千円

2,110 千円

繰  越  明  許  費　補  正

出産・子育て応援事業

消防救急デジタル無線整備

合                                                計

款 項 事               業               名 金　　　　　額



《　一　般　会　計　》

債　務　負　担　行　為　補　正 

事　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　　　　　間 補 正 後 限 度 額

○ 地方公会計業務 令和７年度 532 千円

－　2 　－



－　3 　－

《　一　般　会　計　》

補正前 補正後

○ 93,100 97,100 （変更なし） （変更なし）

220,500 224,500

　　　地　　方　　債　　補　　正

（単位：千円）

限　　度　　額

過疎対策事業債（ソフト事業
分）

（変更なし）

地 方 債 限 度 額 の 総 額

起　　債　　の　　目　　的 起債の方法 利　　　率 償　　還　　の　　方　　法



《　一　般　会　計　》

(単位:千円)

国道支出金 地方債 そ の 他 一 般 財 源

1 総 務 費 150,588 9,724 0 199,371 △ 58,507

2 民 生 費 △ 56,884 3,824 6,700 △ 2,087 △ 65,321

3 衛 生 費 719 2,519 0 0 △ 1,800

4 農 林 業 費 0 0 0 0 0

5 土 木 費 18,114 0 △ 2,700 0 20,814

6 教 育 費 3,167 0 0 317 2,850

7 公 債 費 △ 31,933 0 0 0 △ 31,933

8 諸 支 出 金 100 0 0 0 100

83,871 16,067 4,000 197,601 △ 133,797

<補正前> <補正額> <補正後>

■ 予 算 総 額 10,642,547 83,871 10,726,418

〈　款　別　総　括　〉
財　  源　  内  　訳

合  　　　計
一般財源：普通交付税、財政調整基金繰
入金

番号 款　　　　　名 金　 額 摘       　要

－　4 　－



－　5 　－

〈事項別明細の補正〉

国道支出金 地方債 その他 一般財源

150,588 9,724 0 199,371 △ 58,507

1 ○ 人件費（一般管理費） 50,987 50,987

2 ○ 幸福の黄色いハンカチ基金積立 197,371 197,371 0

3 ○ 減債基金積立 23,206 23,206

4 ○ ズリ山管理 0 11,810 △ 11,810

5 ○ 情報化促進 0 2,000 △ 2,000

6 ○ 総合行政システム管理 △ 120,591 △ 1,701 △ 118,890

7 ○ 選挙管理委員会事務局業務 △ 880 △ 880 0

8 ○ 人件費（諸統計費） 495 495 0

△ 56,884 3,824 6,700 △ 2,087 △ 65,321

9 ○ 国民健康保険事業会計繰出 5,552 4,161 1,391

10 ○ 介護保険事業会計繰出 △ 51,405 △ 2,300 △ 49,105

11 ○ 後期高齢者医療事業会計繰出 △ 11,031 △ 2,300 △ 8,731

（単位：千円）

【　　　款　　　】 財　源　内　訳

○　事　業　名

【 総 務 費 】

職員手当等50,987

積立金197,371
【財源】夕張まちづくり寄附金197,371

積立金23,206

＜財源振替＞
　地域づくり総合交付金11,810
　一般財源△11,810

＜財源振替＞
　幸福の黄色いハンカチ基金繰入金2,000
　一般財源△2,000

委託料△120,591
【財源】デジタル基盤改革支援補助金△9,760

＜財源振替＞
　子ども・子育て支援事業費補助金8,059
　一般財源△8,059

委託料△880
【財源】デジタル基盤改革支援補助金△880

報酬495
【財源】統計調査委託金495

【 民 生 費 】

繰出金5,552
【財源】国民健康保険基盤安定負担金（国）765、国民健康保
険基盤安定負担金（道）3,396

繰出金△51,405
【財源】デジタル基盤改革支援補助金△2,300

繰出金△11,031
【財源】デジタル基盤改革支援補助金△2,300

《　一　般　会　計　》

番号 金　　額 摘　　　　　　　　　　　要



〈事項別明細の補正〉

国道支出金 地方債 その他 一般財源

（単位：千円）

【　　　款　　　】 財　源　内　訳

○　事　業　名
番号 金　　額 摘　　　　　　　　　　　要

12 ○ 交通問題対策 0 200 △ 200

13 ○ 保育協会運営費補助 0 6,700 △ 2,287 △ 4,413

14 ○ 人件費（児童福祉総務費） 0 152 △ 152

15 ○ 児童手当給付 0 27 △ 27

16 ○ 生活扶助費 0 4,084 △ 4,084

719 2,519 0 0 △ 1,800

17 ○ 国民健康保険事業会計繰出 225 225 0

18 ○ 出産・子育て応援事業 494 494 0

19 ○ 墓地葬斎苑管理 0 1,800 △ 1,800

0 0 0 0 0

20 ○ 農業振興対策連携事業 0 0 0

18,114 0 △ 2,700 0 20,814

21 ○ 除排雪 18,114 18,114

22 ○ 市営住宅再編事業 0 △ 2,700 2,700

＜財源振替＞
　まち・ひと・しごと創生寄附金200
　一般財源△200

＜財源振替＞
　過疎対策事業債（ソフト事業分）6,700
　幸福の黄色いハンカチ基金繰入金△2,287
　一般財源△4,413

＜財源振替＞
　子ども・子育て支援事業費補助金152
　一般財源△152

＜財源振替＞
　子ども・子育て支援事業費補助金27
　一般財源△27

＜財源振替＞
　デジタル基盤改革支援補助金4,084
　一般財源△4,084

【 衛 生 費 】

繰出金225
【財源】疾病予防対策事業費等補助金225

委託料310、備品購入費184
【財源】出産・子育て応援交付金494

<財源振替>　
　地域づくり総合交付金1,800
　一般財源△1,800

【 農 林 業 費 】

＜財源振替＞
　まち・ひと・しごと創生寄附金△4,997
　幸福の黄色いハンカチ基金繰入金4,997

【 土 木 費 】

需用費1,434、委託料16,680

＜財源振替＞
　過疎対策事業債（ソフト事業分）△2,700
　一般財源2,700

－　6 　－



－　7 　－

〈事項別明細の補正〉

国道支出金 地方債 その他 一般財源

（単位：千円）

【　　　款　　　】 財　源　内　訳

○　事　業　名
番号 金　　額 摘　　　　　　　　　　　要

3,167 0 0 317 2,850

23 ○ 教師用教科書及び指導書更新 2,850 2,850

24 ○ 体育施設管理 317 317 0

△ 31,933 0 0 0 △ 31,933

25 ○ 公債費（利子） △ 31,933 △ 31,933

100 0 0 0 100

26 ○

国庫支出金過年度還付（低所得の子
育て世帯に対する子育て世帯生活支
援特別給付金支給事業費等国庫補助
金）

100 100

83,871 16,067 4,000 197,601 △ 133,797

【 教 育 費 】

需用費2,850

委託料317
【財源】幸福の黄色いハンカチ基金繰入金

【 公 債 費 】

償還金利子及び割引料△31,933

【 諸 支 出 金 】

償還金利子及び割引料100

合 計 一般財源：普通交付税、財政調整基金繰入金



〈事項別明細の補正〉

国道支出金 地方債 その他 一般財源

474 0 0 0 474

1 ○ 過年度過誤納還付 474 474

474 0 0 0 474

<補正前> <補正額> <補正後>

■ 予 算 総 額 1,151,915 474 1,152,389

【　　　款　　　】 財　源　内　訳

○　経　費　名

【 総 務 費 】

償還金利子及び割引料474

合 計 一般財源：国民健康保険準備基金繰入金

《 国民健康保険事業会計　》

番号 金　　額 摘　　　　　　　　　　　要

－　8 　－



－　9 　－

〈事項別明細の補正〉

国道支出金 地方債 その他 一般財源

△ 51,405 0 0 0 △ 51,405

1 ○ 介護保険一般業務 △ 51,405 △ 51,405

△ 51,405 0 0 0 △ 51,405

<補正前> <補正額> <補正後>

■ 予 算 総 額 1,889,603 ▲ 51,405 1,838,198

【　　　款　　　】 財　源　内　訳

○　経　費　名

【 総 務 費 】

委託料△51,405

合 計 一般財源：職員給与費等繰入金

《 介護保険事業会計　》

番号 金　　額 摘　　　　　　　　　　　要



〈事項別明細の補正〉

国道支出金 地方債 その他 一般財源

△ 11,031 0 0 0 △ 11,031

1 ○ 後期高齢者医療一般事務経費 △ 11,031 △ 11,031

△ 11,031 0 0 0 △ 11,031

<補正前> <補正額> <補正後>

■ 予 算 総 額 239,690 ▲ 11,031 228,659

【　　　款　　　】 財　源　内　訳

○　経　費　名

【 総 務 費 】

委託料△11,031

合計 一般財源：事務費繰入金

《 後期高齢者医療事業会計　》

番号 金　　額 摘　　　　　　　　　　　要

－　10 　－



補 正 予 算 調 書

令和6年度　水道事業会計



(単位:千円)

金 額項 目

- 1 -

備 考

○ 収 益 的 収 入 及 び 支 出

1

　　      　  　　収入　　支出

1,700

1,700

営 業 外 費 用

　0　－　1,700　＝　△1,700

2

〇
収 益 的 収 入 及 び 支 出
補 正 後 の 収 支 差 引

2

水 道 事 業 費

消費税及び地方消費税 1,700

1,700

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税



補 正 予 算 調 書

令和6年度　公共下水道事業会計



(単位:千円)

金 額

1 865

長期前受金戻入 865

賞与引当金繰入額 115
法定福利費引当金繰入額 6

貸倒引当金繰入額 90

固定資産除却費 1,840

3,014

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

長 期 前 受 金 戻 入

下 水 道 事 業 費 用

2,051

865

865

4

総　 　　　係　　 　 　費 2113

〇
収 益 的 収 入 及 び 支 出
補 正 後 の 収 支 差 引

2

1,840

　865　－　3,014　＝　△2,149

2

9 資 産 減 耗 費

消費税及び地方消費税 963

2 営 業 外 収 益

1

　　      　  　　収入　　支出

963

963

営 業 外 費 用

項 目

- 1 -

備 考

1 営 業 費 用

○ 収 益 的 収 入 及 び 支 出

下 水 道 事 業 収 益



行政常任委員会報告事項

令和７年２月 25 日

総 務 企 画 課

１．夕張市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部改正について

【資料１】

２．夕張市職員給与条例の一部改正について 【資料２】

３．夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正について 【資料３】

４．夕張市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

○条例改正の趣旨

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76

号）の改正により参照条文の条ずれが生じるため、その解消のため条例の一部を改正するもの。

５．刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いて

○条例制定の趣旨

・刑法等の一部を改正する法律（令和 4年法律第 67 号）により、「懲役」「禁固」が廃止され「拘禁

系」が創設されることとなった。（施行日令和 7年 6月 1日）

・本市の条例においても罰則規定等に「懲役」「禁固」の文言が記載されている条文があるものがい

くつかあるため、改正条例制定の上、一括で改正しようとするもの。

【改正が必要な条例】

①夕張市行政不服審査会条例（平成 28 年条例第３号）

②夕張市個人情報保護法施行条例（令和５年条例第１号）

③夕張市職員給与条例（昭和 31 年条例第６号）

④恩給条例（昭和 24 年条例第 27 号）

⑤退職手当支給条例（昭和 57年条例第 10 号）

⑥夕張市消防団条例（昭和 25年条例第８号）

⑦夕張市非常勤消防団員退職報償金支給条例（昭和 39 年条例第 36 号）

芝木 誠二
テキストボックス
1



１．夕張市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

の一部改正について

１）条例改正の趣旨

条例に定めた「長期継続契約の契約期間」について、商習慣等実態に即した運用を

図るために改正を行うもの。

２）新旧対照表

現行 改正後（案）

【第 1条、第 2条省略】 【第 1条、第 2条省略】

（長期継続契約の契約期間） （長期継続契約の契約期間）

第 3条 前条に規定する長期継続契約できる契約期

間は、5年以内とする。

第 3条 前条に規定する長期継続契約できる契約期

間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認め

る場合はこの限りではない。

第 4 条 この条例に定めるもののほか、この条例

の施行に関し必要な事項は、別に定める。

資料１

芝木 誠二
テキストボックス
2



２．夕張市職員給与条例の一部改正について

１）条例改正の趣旨

令和6年8月に人事院勧告で発出された項目のうち、法により令和7年4月より適用さ

れるものについて、本市においても同様の改正を行うもの。

２）条例改正の内容

①配偶者に係る扶養手当の段階的削減。

②子に係る扶養手当の段階的増額。

③定年前再任用短時間勤務職員を住居手当及び寒冷地手当の支給対象とする。

④給料表の改正（3級以上の各級において下位の号俸を削除）。

３）新旧対照表

年 度 扶養手当額

現 行 6,500円

令和7年度 3,000円

令和8年度以降 0円

年 度 扶養手当額

現 行 10,000円

令和7年度 11,500円

令和8年度以降 13,000円

現行 改正後（案）

（扶養手当支給の範囲） （扶養手当支給の範囲）

第12条 （略） 第12条 （略）

２ 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく

主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

２ 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく

主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(１) 配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

（削る）

(２) （略） (１) （略）

(３) （略） (２) （略）

(４) （略） (３) （略）

(５) （略） (４) （略）

(６) （略） (５) （略）

（扶養手当の月額） （扶養手当の月額）

第13条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等

については１人につき6,5

00円、前条第２項第２号に該当する扶養親族（以下「扶

養親族たる子」という。）については１人につき10,000

円とする。

第13条 扶養手当の月額は、前条第２項第１号に該当する

扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）について

は１人につき13,000円、同項第２号から第５号までの

いずれかに該当する扶養親族については１人につき6,50

0円

とする。

２ （略） ２ （略）

（扶養親族の届出等） （扶養親族の届出等）
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※給料表の新旧対照表は省略

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職

員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合において

は、その職員は、直ちにその旨を市長に届け出なければな

らない。

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職

員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合において

は、その職員は、直ちにその旨を市長に届け出なければな

らない。

(１) （略） (１) （略）

(２) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養

親族たる子又は第12条第２項第３号若しくは第５号

に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初

の３月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至

った場合を除く。）

(２) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養

親族たる子又は第12条第２項第２号若しくは第４号

に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初

の３月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至

った場合を除く。）

２ （略） ２ （略）

３ 扶養手当は、次の各号に掲げる事実が生じた場合におい

ては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月）からその支給額を

改定する。前項ただし書の規定は、第１号又は第３号に掲

げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定

について準用する。

３ 扶養手当は、次の各号に掲げる事実が生じた場合におい

ては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月）からその支給額を

改定する。前項ただし書の規定は、第１号又は第３号に掲

げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定

について準用する。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で

第１項の規定による届出に係るものがある職員となった

場合

(３) 扶養親族たる 父母等及び扶養親族たる子

で第１項の規定による届出に係るものがある職員となっ

た場合

(４) （略） (４) （略）

（住居手当支給の範囲及び月額） （住居手当支給の範囲及び月額）

第16条の２ 住居手当は、自ら居住するため市内の住宅（貸間

を含む。次項各号において同じ。）を借り受け、月額7,000

円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払ってい

る職員（夕張市職員住宅使用条例（昭和41年条例第２号）

に基づく職員住宅（以下単に「職員住宅」という。）に居住し

ている職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に

支給する。

第16条の２ 住居手当は、自ら居住するため市内の住宅（貸間

を含む。次項各号において同じ。）を借り受け、月額7,000

円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払ってい

る職員（夕張市職員住宅使用条例（昭和41年条例第２号）

に基づく職員住宅（以下単に「職員住宅」という。）に居住し

ている職員 を除く。）に

支給する。

２ 人事交流、派遣、研修等（以下「人事交流等」という。）によ

り他の地方公共団体等に派遣されるものに対する住居手

当は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員

に支給する。

２ 人事交流、派遣、研修等（以下「人事交流等」という。）によ

り他の地方公共団体等に派遣されるものに対する住居手

当は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員

に支給する。

(１) （略） (１) （略）

(２) 配偶者

等が居住する

ため、市内の住宅（職員住宅を除く。）を借り受け、月額

7,000円を超える家賃を支払っている職員

(２) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下同じ。）等が居住するため、

市内の住宅（職員住宅を除く。）を借り受け、月額7,000

円を超える家賃を支払っている職員

３ （略） ３ （略）

（寒冷地手当） （寒冷地手当）

第26条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年３月までの各月の

初日（以下この条において「基準日」という。）において在職

する職員（定年前再任用短時間勤務職員を除く。）に支

給する。

第26条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年３月までの各月の

初日（以下この条において「基準日」という。）において在職

する職員 に

支給する。

２・３ （略） ２・３ （略）
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３．夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正につ

いて

１）条例改正の趣旨

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及の一

部改正（施行日令和7年4月1日）に伴う所要の改正を行うもの。

２）条例改正の内容

①育児のための所定外労働の制限の改正

職員の請求があった場合、任命権者等が所定労働時間を超えて勤務させてはならな

い職員の範囲の改正

「3歳に満たない子のある職員」→「小学校入学前の子のある職員」

②子の看護休暇の改正

「子の看護休暇（小学校入学前の子）」

→「子の看護等休暇（中学校入学前の子の看護、厚労省令で定める行事への参加」

③その他

・介護について申出があった場合等の措置（制度説明、面談）に関する条文の新設

・介護に係る制度説明、相談体制設置等に関する条文の新設

３）新旧対照表

現行 改正後（案）

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外時間の

制限）

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外時間の制

限）

第３条の４ （略） 第３条の４ （略）

２ 任命権者は、３歳に満たない子 のある

職員が、規則で定めるところにより当該子を養育するため

に請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除

き、正規の勤務時間以外の時間における勤務（災害その他

の避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次

項において同じ。）をさせてはならない。

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職

員が、規則で定めるところにより当該子を養育するために請

求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するため

の措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の勤

務時間以外の時間における勤務（災害その他の避けることの

できない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同

じ。）をさせてはならない。

３～５ （略） ３～５ （略）

（有給休暇） （有給休暇）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ 有給休暇の種類は、次に掲げるものとし、期間等について

は、市長が規則で定める。

２ 有給休暇の種類は、次に掲げるものとし、期間等について

は、市長が規則で定める。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 特別休暇 (３) 特別休暇

ア 産前産後の休暇 ア 産前産後の休暇

イ 育児時間 イ 育児時間

ウ 子の看護休暇 ウ 子の看護等休暇

エ 短期介護休暇 エ 短期介護休暇

オ 服喪の休暇 オ 服喪の休暇
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カ 法要、結婚及び配偶者出産の休暇 カ 法要、結婚及び配偶者出産の休暇

キ 夏季休暇 キ 夏季休暇

ク ドナー休暇 ク ドナー休暇

ケ ボランティア休暇 ケ ボランティア休暇

コ 非常災害の休暇 コ 非常災害の休暇

サ 出生サポート休暇 サ 出生サポート休暇

（介護休暇） （介護休暇）

第６条 介護休暇は、職員が配偶者（届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項に

おいて同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他市長が規

則で定める者

で負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護

をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場

合における休暇とする。

第６条 介護休暇は、職員が配偶者（届出をしていないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において

同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他市長が規則で定める

者（次条第１項において「配偶者等」という。）で負傷、疾

病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日常生

活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務をしな

いことが相当であると認められる場合における休暇とする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対す

る意向確認等）

第６条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護

を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該

職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措

置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」

という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支

援制度等の申告、請求又は申出（次条において「請求等」

という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談そ

の他の措置を講じなければならない。

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日

の属する年度（４月１日から翌年の３月31日までをい

う。）において、前項に規定する事項を知らせなければな

らない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第６条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円

滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。

(１) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実

施

(２) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(３) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備

に関する措置
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